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予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（令和４年度当初予算審査） 

１．開催日 令和４年２月２８日（月）   

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 渡辺拓道座長、大上和則副座長、原田豊彦委員、 

安井博幸委員、隅田雅春委員、森本富夫議長 

４．欠席議員 なし 

５．会議に付した事件 

 議案第１８号 令和４年度丹波篠山市一般会計予算 

６．議事の経過 

 

渡辺座長 開議宣告、開議 

 

■行政経営部 

日程第１ 議案第１８号 令和４年度丹波篠山市一般会計予算 

 

課税課・収税課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    市税について、コロナが発生してもう３年目に入ってきたんですけ

ども、先ほど日銀神戸支店の経済概況よると経済の情勢が持ち直しと

いう説明もありましたが、当市において、コロナで滞納のほうに影響

が出ておるのか、いないのか。コロナ前と現在で滞納状況に動きがあ

るのか、また滞納の徴収率はどのような状況で推移しておるのか、そ

の辺りの説明をお願いしたいと思います。 

行政経営部   コロナによる影響ということで、徴収率だけを見ておりましたら、

現年、あるいは滞納とも前年を上回る率で推移をしておりまして、率

としては特段、コロナの影響が長引いて率が落ちてきているというよ

うな状況にはございません。逆に滞納繰越金については、前年よりも

よい率が出ているというような状況であります。 
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隅田委員    滞納率、滞納額ともに下がっておるということでいいんでしょうか。 

行政経営部   前年よりも、同時期で徴収率が上がっているということでございま

す。 

隅田委員    未納・滞納状況は、現年度と過年度でどうなんでしょうか。未納・

滞納にコロナの影響はないということであればそれはそれでいいと思

うんですが、コロナの影響が出て未納、滞納する人がふえておるのか。

そんな影響なくて、例年並みぐらいの未納、滞納者数ということなの

か、その辺りを教えてもらえればと思います。 

行政経営部   徴収率ですが、収納した率ということで、こちらで集めた額が昨年

より多くなったということではなくて、全体の収納率を考えていただ

けたらと思います。収納率が上がるということは、滞納が減っている。

実際、令和元年度の現年分の滞納繰越が約６，２００万円でありまし

た。令和２年度で言いますと、徴収猶予という制度がありましたので、

その分を足すと約１億８００万円となっているんですが、徴収猶予の

分を抜きますと約５，６００万円となっておりまして、現年分でもま

ず下がっております。滞納繰越は令和元年度で約２億１，０００万円

ありました。令和２年度の滞納額は約２億２，０００万円と少し増え

ているんですが、令和３年度の収納率は、滞繰、現年ともに上がって

おりますので、来年度は、これが滞繰分も含めてもう少し減らしてい

けるという状況になってくると思います。 

渡辺座長    徴収猶予の措置をされた方についても、その後予定どおり納付をさ

れていっているというふうに理解させてもらっていいですか。 

行政経営部   徴収猶予の当初申請税額が約６，０００万円ありました。今、まだ

徴収出来ていない分が２７万円でありまして、もうほぼ令和２年度の

徴収猶予させていただいた分は収納させていただいております。 

安井委員    固定資産税なんですけど、新築の家屋が今年は少し減るだろうとい

う説明を伺ったように思うんですけども、実際問題として、去年、新

築物件がどれぐらいで、今年はどれくらいの新築の予定を見込まれて

いるのか、その辺りの数字を教えてください。 

行政経営部   新築棟数の推移なんですけれども、令和元年度中の新築が１８４棟、

これがコロナの影響がなかった分というふうになるんですけれども、

令和２年中が１４４棟、令和３年中、これが今回予算に関係する部分

なんですけれども、見込みで同じく１４０棟ほどという形で、コロナ

以降、新築棟数が減ってきているということを予算に反映させていた

だいております。 
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隅田委員    土地の課税なんですが、評価額の水準が下がっておると思うんです

が、どのぐらいの下げ幅なのか、その辺りの説明をお願いしたいと思

います。 

行政経営部   土地の下落状況なんですけれども、直近の下落率のほうで最大で

１％の下落、平均では０．３２％の下落ということで、大分下落幅は

落ちついてきているという状況ですけれども、上昇に転ずるところは

まだないという状況です。 

原田委員    入湯税で、宿泊のところの人数が昨年に比べてかなりふえていると

思うんですけど、その根拠を教えてください。 

行政経営部   過去の平均をとりまして予算を積算しております。西紀にある施設

が宿泊メインの施設なのですが、コロナ禍の影響が緩和されることを

加味し、宿泊客増で予算計上させていただいております。 

原田委員    滞納繰越分の歳入見込みとして徴収率が示してありますけども、こ

れは昨年の徴収率を考慮して、毎年変えてあるというふうに理解した

らよろしいものでしょうか。 

行政経営部   前年度の徴収率も考慮させていただいていますが、まずその率の設

定としては、令和３年度の徴収率は直前の滞納ですから、納付忘れも

含めて次年度の回収率が高いということで少し高めの徴収率にしてお

ります。一方それ以前の、古い分の滞納については、なかなか回収が

出来にくいということで低い率に設定しております。その合計でおよ

そ２０％を超える平均的な徴収率に設定を毎年している状況にありま

す。 

隅田委員    滞納処分費のインターネット公売状況なんですが、令和２年度と令

和３年度ぐらいで、大体どれぐらいの収入があったのか、教えてもら

えればと思います。 

行政経営部   インターネット公売については、令和２年度まではヤフーオークシ

ョンというところで実施しておりましたが、そちらの運営がなくなり

ましたので、令和３年度はＫＳＩというところで実施しております。

実際、公売ということに取り組んだ実績は、今のところございません。 

森本議長    国有財産等所在市町村交付金及び納付金ですが、近畿農政局から兵

庫県県土整備部まで、２，３２４万９，３００円いただけるのはあり

がたいことです。特に、兵庫県企業庁から約１，７５０万円を納付い

ただく予定ですが、丹波篠山市内で兵庫県企業庁が何を持たれている

のか理解が出来ていないんですけども、主なものだけ説明をいただき

たいと思います。また市内にこれだけの国県の所有物がある。それの
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維持管理に関して、所管ではないかもしれませんけども、問題点があ

るところがあるんではないか。なかったらそれで結構ですので、その

内容だけおつなぎをいただきたいと思います。 

行政経営部   兵庫県企業庁の大きな財産なんですけれども、今田町にございます

大川瀬ダムの設備や土地建物で、この部分がかなり高額になっており

まして、企業庁さんからは、１，７００万円余りの交付金をいただい

ております。 

渡辺座長    別途、国有資産等所在市町村交付金資産の明細をいただけるとわか

りやすいのでお願いします。（資料：令和４年度国有資産等所在市町

村交付金資産一覧 提出済み） 

森本議長    例えば、森林の管理等に関して、何か管理上の不具合といいますか、

所有者が地元でないから万全な管理が出来ないんではないかと危惧す

るんですけども、そういったことはあるのかないのかだけ説明をお願

いします。あるとするならばそれの対応といいますか、もっときっち

り管理してほしいとか、逆にお金をいただいているかわりに本市が維

持しないといけないのか、その辺の仕組みについてもお願いします。 

行政経営部   課税課の窓口のほうでは、国有林と国有施設についての苦情という

のは聞かないんですけれども、何か危険なものがあった場合等につい

て、管理をしなければならないというのは国や県側にございますので、

その際には国県の担当事務所のほうにつないで対応してもらおうと考

えております。 

渡辺座長    責任は国県にあるということですのでお願いします。 

令和４年度ということだけではないんですけども、気になっており

ますのが、全般的なことなんですけど、本市においても人口の減少と

いったものがありますし、高齢化といった状況もあります。長期間の

調定額、あるいは実際の収納金額もずっと見ていますが、年によって

上がり下がりはあるものの、全般として市民税、固定資産税ともにず

っと減少していく。大きな流れとしてはそういった形になってきて、

令和４年度もそういった中で、現実的な数値見込みとして計算をして

いただいていると思います。このあたりについては、財政的には交付

税措置がなされるんで、減っても交付税で補ってもらえるというもの

の、やはり長期的な部分で少し危惧する部分がございまして、令和４

年度から先の部分でどれだけ課税ができるかというような、一定の中

長期の見込みというか、そういったものについては課税課のほうで持

っておられるのか、財政課のほうで持っておられるのか。その辺りの
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実際の事務はどのようになっているか教えてもらえばうれしいと思い

ます。 

行政経営部   中長期の税収の見込みにつきましては再生計画でつくっていまし

た。課税課では長期的な目標はつくっていません。再生計画の中で、

現状の課税状況等を見た中での目標を作っていまして、さっきおっし

ゃったとおり、市民税については数年前にピークを迎えたのかなとい

う私の感触でして、固定資産税も今の土地の需給状況だけ見ると、減

少幅についてはかなり圧縮されてきたけども、増える見込みはないの

で、現状こういう推移で動いていくのかなという感じはしています。

あと税制改正が大きくなければ、このまま動いていきますし、あとは

おっしゃったとおり交付税で補填はされるというものの独自財源分が

目減りしていきますので、そこを何とかしていかないといけない課題

は認識しております。 

渡辺座長    財政課のほうで、幾らかシミュレーションを持っていらっしゃると

いうことですか。 

行政経営部   中長期の財政運営計画といいますか、収支をつくっていますので、

その中で税収も見込んでいるという状況で、ある程度の推移はもって

います。 

 

 

財政課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    歳入の地方交付税の下水道事業会計における資本平準化債ですが、

基本的に下水道課が資本平準化で、長期に返済するということで、一

般財源からの繰入金が４億円減る。しかし、その分、それに応じて国

の交付金も減ってくるということで、実際、市として財政がどのぐら

い助かるのか。その辺りの説明をお願い出来たらと思います。 

行政経営部   令和３年度は、下水道事業会計が３億円の平準化債を発行されてい

ました。今回、３億円が８億円になって、５億円の増額ということで、

その５億円の発行増に伴って、交付税が２億５，０００万円減るとい

うことです。 

隅田委員    中学校の空調設備で、機器の償還は短いけど交付税をいただけるの
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は長いというふうな説明があったと思うんですが、機器の償還が何年

ぐらいで、それに対する交付税はどのぐらいの期間で見ておられて、

その差がどういう感じなのか、その辺りのやりくりの説明をお聞きし

たいと思います。 

行政経営部   起債の償還年数ですが１０年間で償還をしておりまして、一方で交

付税の算入期間が２０年というところで、公債費の方は短い期間で払

うんですけども、一方で交付税のほうは長い期間で入ってくるという

ことです。 

安井委員    物件費で塵芥処理費やスクールバス管理事業などで、先ほど労務単

価の増という理由で金額がふえたということでしたけども、もう少し

詳しく説明をお願い出来ますか。 

行政経営部   塵芥処理費につきましては、令和３年度まで長期継続ということで

契約させていただきまして、その数字で予算を上げてございました。

令和４年度で新たにもう一度、焼却業務を依頼するわけですけれども、

業者の見積もり等を確認しますと労務単価等が上がってきているとい

うことで、予算上、一旦増やさせていただいています。なお、最終的

には入札等をすることで安くはなると思います。スクールバスにつき

ましても、バスの運行会社に見積りを徴取した際に、労務単価が上が

ってきているということで聞きております。 

隅田委員    令和４年度に第２次再生計画といったふうなものを策定するため

に、審議会をつくられると思うんですが、今年度は、経常収支比率が

９７.１％ということで、令和５年度ぐらいまでは厳しいだろうと、私

は前に聞いて思っておるんですが、例えばそれが９０％ぐらいになる

とか、そういうのは、どのぐらいの年限を掛けたら下がっていくのか。

数字を積み上げないとわからないとは思うんですが、感触でわかって

おるところあれば、経常収支比率が比較的よくなるのは何年ごろなの

か。わからなかったらわからないでも結構です。 

行政経営部   篠山再生計画の審議会につきましては、既存の委員さんに次の計画

について御意見を伺うということで、新たに選定してというところは、

今のところ予算では見てございません。次に経常収支比率につきまし

ては、試算をこれまでしたことがございませんのでわかりかねる部分

ですけれども、例えば労務単価が上がったり、あるいは人件費の関係

で経費が上がっていますので、個人的にはなかなかすぐに経常収支が

よくなるということはなく、高止まりするのではと思っています。 

渡辺座長    追加資料として丹波篠山ふるさと基金充当事業一覧を出していただ
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いて、全体がよくわかります。どうもありがとうございます。ただ気

になっておりますのが、例年うちもこの予算額ぐらい寄附収入があっ

て、もう既に基金のほうに前年の分が積立ててあって、この事業を組

むと言うんでしたらわからんでもないんですけども、今回、前年度よ

りもかなり頑張って取り組む、収入を見込むということになっていま

す。ただ、基本的にふるさと納税をされる時期、大体集中する時期と

いうのが年末とかそこら辺になっています。ところが事業自身は年度

変わったらやっていかないといけない。こういうものもかなりあるん

じゃないかというふうに思うわけです。最終的に予定どおりの寄附金

額を集められるというふうに、準備をされていると思いますので、そ

れを心配したくはないんですけども、ふるさと納税が入ってくるまで

の期間については、実際お金を回していくのに苦労されるんではない

かと正直思うんですけども、その辺りについては前倒しで、新年度が

始まったらどんどん集めていって、過不足のないような形でふるさと

納税を集めるというのか。あるいは実際つなぎの資金がいるというふ

うに考えているか。その辺りについては、財政課はいろいろ御苦労あ

るかと思うんですけども、実際どう心積もりをされてるのかお伺いし

たいと思います。 

行政経営部   御質問いただきました件につきましても、私どもでもいろいろ検討

させていただいております。今回、重点的に取り組むこととしてふる

さと寄附金を約２億３，５００万のプラスで見させていただきました。

そのうち事務費ということで、返礼品などに充てさせていただいてお

りますのが、ふえた分で言いますと、約１億３，７００万円というこ

とで、正味新たな事業に充てさせていただいとるのが、資料で太字に

している１億円余りでございます。その１億円につきまして、２点ご

ざいまして、１点は県の行革の関係でひょうご地域創生交付金という

のがございまして、これまで予算を見ておったんですけれども、県の

行革でなくなるということで、それについては予算ではゼロとさせて

いただきました。実際には、額は減ったんですけれども、残るという

ふうに聞きましたので、それについては補正でまた説明をさせていた

だくんですけれども、振替出来るのではないかと思っています。寄附

が前年度ベースであれば、７，０００万から８，０００万円を財政調

整基金から取り崩すことになると考えています。ただ、令和２年度に

作成した見通しの財政調整基金の残高から言いますと、それよりも残

高を確保できる状況です。 
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渡辺座長    提案してもらっている以上はもうやってもらわないと、こちらも審

査出来ませんので、それは集めるということでしてもらったらうれし

いです。資金的につなぎが要るんではと思っていたんですけど、その

辺りについて事務費がかなり高額になっているんで、具体的に言うと

寄附金が入ってきてから返礼品を発送する。その返礼品の支払いが後

になるから、そこまで心配しなくてもいいというふうに受け止めさせ

ていただいたんですけど、そういうことでいいですか。 

行政経営部   十分検討して予算を上げてございますので、問題ないと思います。

資金繰りにつきましてはおっしゃるとおりでして、契約はいたします

けれども、寄附に見合う委託料が発生してまいりますので、基本的に

は資金繰りが苦しくなるという大きい部分は、その返礼にかかる部分

ですので特段心配はしてございません。 

安井委員    過疎対策事業のことなんですけど、これは４月１日から適用される

ということで、今回の当初予算にはこれは反映されていないというこ

となんですけども、旧篠山町の地域の事業で、過疎対策事業債に予算

措置を振り替えるということも考えておられるだろうし、また、新た

な補正予算を組んで、事業を考えられたりもされるというふうに理解

しとるんですけども、実際、金額の大きな篠山中学校の改修などは、

これを使ってやっていただきたいと思ったりはしているんですけど

も、この過疎対策が適用されることによって、財政的にはどの程度楽

になるんでしょうか。 

行政経営部   現行の予算を振り替えるのであれば楽になると思うんですけども、

過疎対策ですので、それ相応の目的を持って人口をふやすための施策

を展開していかないと駄目だと思うんです。そうなったときには、新

たな仕組みとかいう、形が多分出てくると思いますので、財政が劇的

に楽になるとか、そういうことはなかなか難しいと思います。確かに

今あるもので、振り替えるものについては財源確保されますので、そ

の負担は当然軽くなりますので、その分は楽になると思いますけど、

過疎対策という根本的な事業をやっていく必要がありますので、そう

いうものに充てていく必要あるのかなと思います。非常に交付税の算

入率が高いですから、軽い負担で新たな事業をやれるということで御

理解いただきたいと思います。 

森本議長    企業会計、特に下水道事業会計では、平準化債の発行によって繰り

出しが４億円減となった。考えようによっては、減にせざるを得なく

なったんではないかというような心配もあるんですけども、市の会計、
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一般会計の繰出額も含めて、平準化債を発行してどんどん先送りする。

先送りするという表現が適切かどうかはわかりませんが、その辺、将

来的な財政にどのような影響を及ぼすか。お答えできる範囲で、私た

ち共有したいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。 

行政経営部   今回の平準化債の発行につきましては、一般会計からの繰入れが出

来ないからといって発行してもらったものじゃなくて、あくまでも下

水道事業会計の中で、非常に償還額が高止まりしておって資金を確保

出来ないということで、繰延べた形での起債となっています。その辺

は、下水道事業会計において将来的な資金計画等も立てられますので、

その中で償還していくということで対応されると思っております。特

に下水道の場合、当初に非常に投資額が大きいですから、長く使えば

使うほど負担が減ってきますので、そういう中で平準化債を発行した

ものを償還に充てながら、長く使って長く償還していくという形に変

えられていく運営となっております。 

森本議長    今の部長のお考えを共有させていただけたらと思っております。そ

れと先日の新聞にも報道されていましたけど、森林環境譲与税ですが、

なかなか各市町村で使い道がない。使われていなくて、ほとんど基金

に積立てられておる。国の担当部署は新年度に事業化しなさいという

ような方向を各市町村に、基金に積むだけではというような新聞報道

がありましたが、その辺について、担当部署が違うかもしれませんけ

ども、何か国の指示等がありましたらおつなぎをいただきたいと思い

ます。 

行政経営部   丹波篠山市におきましては森林環境譲与税を一旦基金には入れてい

ますけど、全額繰入れして全額執行していますので、その単年度単年

度で剰余金が発生しているという状況じゃなくて、少し足らないぐら

いというような状況ですので、そういう心配はないと思います。ただ

譲与税の配分基礎が、森林の人工林面積と人口などに基づくため、人

の数にも反映していますので、特に都市部においては、なかなか使い

道がないということを聞いております。こういう森林地帯については

何ら問題ないと思っております。 

 

 

管財契約課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 
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【主な質疑】 

隅田委員    財産管理費の南新町住宅跡地ですが、不動産鑑定業務をされ、測量

もされるんですが、売却は今年度中でしょうか。 

行政経営部   南新町住宅跡地は東側と西側とで形状が違ってきているんですけれ

ども、西側の測量業務というのは地域計画課でしております。それが

出来た時点で売却できるかというと、市道の拡幅問題などがあります。

東側については、市道の問題と上下水道、ガス管などが旧の道路敷に

入っておりますので、その取扱いをどうするか決めて、予定では来年

度中には売却、募集をしようと考えております。 

森本議長    財産管理費の市有地等の管理業務のところで官行造林地という表示

をしていただいておりますが、市有の山林といいますか、林野、その

中には確かに分収林が何か所かあり、先日も課長に御案内いただいて

山田でしたか、拝見させていただきました。なかなか搬出には厳しい

ところもあります。しかし四斗谷でしたか、近年でしたら造林地を切

って非常に良い材が出て、市の建物にも使ったというような報告もい

ただいておるんですが、もう国はできるだけ伐採して、山の再生とい

いますか、更新をしなさいというような流れがあるんではないかと把

握しとるんですが、市として市の持っております官行造林地はどのよ

うな状況で、今後どう管理をしていっていただけるのか、少し説明を

いただきたいと思います。 

行政経営部   現在国と契約しています官行造林については後川と今田でございま

して、後川が令和１０年で、今田が令和４年３月までが官行造林の契

約期間だったんですが、昨年国におきまして、それをどうするかいう

ことで、国としては全部木を伐採して、収益化していきたいというこ

とと、市のほうに収益相当分を買い取ってほしいと二つの提案ござい

まして、ただその具体的な金額がわからない中で即決は出来ないとい

うことで、今協議を進めています。今、官行造林の契約については延

長させていただいて、その間にどうするか、処分方法をお互い協議し

ましょうということで、現在協議をしている途中です。したがいまし

て、今おっしゃったとおり基本的に国は伐採をして収益化をはかりた

いんですが、あとの植栽義務が所有者である市に関わってきますので、

全部切られてしまった後、市のほうで植栽をしてくれと言われてもか

なり大きな負担がかかりますので、それについてはどういう形がいい

のかいうことで協議をしているところです。特に今田については味間

六か村も隣接されて同じ契約をされていまして、その辺、歩調を合わ
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せた中で対応していかないと、かなり大きな負担を地元にかけること

にもなりかねませんので、それについては現在協議中ということで御

理解いただきたいと思います。 

森本議長    道から見ておりますと非常に立派な、価値ある造林地のような気が

いたします。なかなか味間六か村の分まで出そうと思えば大分道もい

るし、余分な経費、そして今部長がおっしゃった管理までかかる。契

約の延長というのはいつごろまで認められる。この分収林の契約をし

たときには、もう期限がきたら伐採ということでお互い契約をしてお

る事業だと思うんですが、味間六か村を含めて、いつごろまでにそう

いった結論を出す必要があるのか。延長できるのか、説明をお願いし

たいと思います。 

行政経営部   今延長させていただいたのは３年間の延長でして、ただ３年間延長

したからといって、その３年間何もしないということではなくて、頻

繁に協議をさせていただいて、方向性を定めようということでの３年

間でございます。したがいまして、それまでに結論が出れば３年間延

長を待たずに対応していくということにもなっておりますので、協議

期間ということで御理解いただければと思います。ただ、その間に協

議がまとまらなければまた延長もあるということで国とは協議をさせ

てもらっています。 

森本議長    御苦労さんでございますけども、味間六か村も含めて、丹波篠山の

山の再生も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

隅田委員    庁舎管理費の本庁舎昇降機改修工事が約４，８２０万円上がってお

ります。これは定期的な、例えば１０何年たったから改修するのか、

それとも不具合が出てきたので改修されるのか、その辺りの計画につ

いて説明をお願いしたいと思います。 

行政経営部   本庁舎のエレベーターは、この庁舎が出来た平成４年から現在まで

使用しておるという状況でございます。長期間に使っておりますので、

メーカーとしても部品をストックする期間がもうきておるというよう

な状況になっています。今、エレベーターに不具合があるかといった

らそういうわけではないんですけれども、仮にあった場合に対応出来

ないような事態が今後想定されますので、その前に改修をするという

ことで今回取り組んでおるところでございます。 

隅田委員    今年１月５日に気候非常事態宣言を市はしたんですが、まず庁舎に

太陽光発電を設置していくべきではないかと考えたりするんですが、

その辺りの議論というのはなされておるんでしょうか。ほかの自治体
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であれば、例えば民間の企業に任して太陽光を設置して、発電した電

気を全部市が買いますといったことを行っておる自治体もあるんです

が、庁舎の太陽光発電設置計画について議論がなされておるのか、い

ないのか、その辺り説明をお願いしたいと思います。 

行政経営部   突き詰めた議論をしているかといえば、今のところありません。た

だ設置するに当たっては、設置個所の耐荷重の問題があり、もし設置

するとしたら本庁舎の場合、２階のテラス辺りだと思いますが、そこ

も大幅な改修が必要になってくるということで、すぐには取りかかれ

ないということで今のところ計画はしておりません。 

大上副座長   本庁舎排水設備改修工事の件で、先ほどの説明では階ごとに洋式化

を進めていくというような内容だったと思うんですけど、普通で考え

たら、和式の便器を取替えるだけで済むのかなというふうに思ったん

ですけど、この既存の配水管をどのような形で改修されるのか、その

工事の内容についてもう１回説明をお願い出来ますか。 

行政経営部   洋式化するのには、一般的な家庭では取り替えるだけでいいとは思

うんですが、その防水処理や扉を外開きにしたり、そういう工事も必

要になってきますので、そういう部分で費用的には上がってくると思

います。排水管については、２階トイレの改修でしたら１階の天井を

さわるということをしなければならないので、１階の天井を改修する

費用も発生してきます。そこから和式の便器の排水管を洋式便器に付

け替えるという工事が必要になってきます。 

大上副座長   洋式化にしていくということはいいことだと思うんですけれども、

それに伴って位置が変わることによって、今の便器数が減る可能性も   

あるんではないかなというふうに思ったりするんですけど、その辺り

は協議の中ではクリアされているんですか。 

行政経営部   既存のブース内で洋式化をする予定にしております。それに伴って

扉の位置が外開きになります。現在和式は内開きなんですけども、外

開きになって、現在の和式のスペースのままで洋式化できるというこ

とです。 

大上副座長   よく聞く話が洋式化になって、既存のスペースにそれをつけてしま

うと、前が狭くなったというふうな話をよく聞くので、その辺りの問

題がクリア出来ているんだったらそれでよしと思うんですけど、その

辺り大丈夫ですか。 

行政経営部   和式は大体１ｍ角ぐらいのスペースがありますが、本庁舎に関して

は、割と広くとってあります。それが１.１、１.２ｍぐらいあるので
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特には問題ないです。前方のスペースが大体３００から４５０とかあ

れば、普通に人が立ってズボンを上げたりできるので、特には問題な

いいうことで今回挙げさせていただきました。 

安井委員    庁舎管理費の需用費の消耗品費でＬＥＤランプ、蛍光灯ほかと書い

てあるんですが、蛍光灯はＬＥＤに変わっていくというふうに理解し

ているんですが、また新しい蛍光灯に変えるということもされると理

解していいんですか。 

行政経営部   本庁舎と第２庁舎と使用している器具が違っていまして、本庁舎の

ほうはＬＥＤに変わっていっているんですけども、第２庁舎はまだ省

エネタイプの蛍光灯を使っておりますので、消耗品としてそれを計上

しております。 

安井委員    取付けの機器はＬＥＤには対応しているんですか。それとも今の蛍

光灯にしか対応しないから蛍光灯でいくしかないということなんでし

ょうか。 

行政経営部   器具自体は使おうと思えば使えます。安定器を外せばＬＥＤをつな

ぐことは可能です。 

隅田委員    公用車管理費ですが、新聞等を見ておりますと半導体不足で車の納

車が随分遅れておるといったふうな記事を見たりするんですが、市と

して、公用車は計画したように納車されておるんでしょうか。その辺

りの説明をお願いしたいと思います。 

行政経営部   今言われるように半導体不足などで納期が長くなっているのは承知

しております。それも踏まえて予算を上げてもらっていますので、計

画どおりには今のところ入ってきております。 

安井委員    公用車リース料で市バスリースと書いてありますけども、これはラ

ッピングしているバスを指しているんでしょうか。 

行政経営部   市バスが本市には２台ございます。そのどちらもラッピングしてい

ます。このリース対象になっている分もラッピングしたバスになって

います。 

安井委員    ラッピングしているバスは令和６年２月までは大丈夫ですけども、

そのあとは契約延長などされて、そのまま使うということになるんで

すか。 

行政経営部   バスのリースなんですけども、リース期間が満了すると市のほうに

所有権のほうも移るような契約をしていますので、それ以降は市の財

産ということになります。 

渡辺座長    公用車管理費の備品購入費で、アルコール検知器４５台というのを
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聞き漏らしたかもしれないんですけども、再度御説明願えたらうれし

いです。 

行政経営部   アルコール検知器なんですけども、こちらについては国の制度が変

わりまして、令和４年の１０月から機器を使った検査が必要になって

くるということでございます。台数としては、公用車を管理している

部署に配布しようということで、今回計上しております。 

渡辺座長    ４５台というのは、どういうイメージを持ったらいいのか。係ごと

ぐらいに配布するということなんですか。 

行政経営部   課単位を想定しています。ただ、例えば行政経営部でしたら、管財

契約課と財政課が三階にありますけど、そういったところには二つも

配布する必要ないというふうなことで考えております。 

大上副座長   コミュニティセンター管理費のコミュニティセンター城南会館の外

壁等改修工事について、もう少し詳細な説明をお願いしたいと思いま

す。 

行政経営部   城南会館につきましては、１９７８年に竣工しまして、１９９８年

に１度外壁を改修しております。その後は改修をしておりませんので、

経年劣化とともに雨漏り等発生しておりますので、今回、外壁と屋上

の防水工事を実施します。 

大上副座長   工事期間中も、中は今までどおり使用できるような状態なんですか。

完全に閉館して、工事に入られる予定なんですか。 

行政経営部   工事期間中は基本的には利用できると考えております。 

渡辺座長    城南会館の件なんですけども、幾らか中もさわられると思ったりし

ていたんですが、それは全くなしで外回りだけということなんですか。 

行政経営部   今回の城南会館の工事は外だけの工事です。 

隅田委員    事業監理事務費で、公契約条例の該当工事が今年度は３件というこ

とで、下請・孫請等から苦情もなく、適切に公契約条例に沿った工事

が行われたというふうに認識していいでしょうか。 

行政経営部   今年度の工事３件につきましては、１１月に審議会等ございました

が、特に３件とも問題ございませんでした。 

 

 

■確認質問 

・少子化社会の子どもの育ち保障について 

 

渡辺座長    先日の教育委員会の分科会審査を行った際に、委員の中から少子化
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の問題に対する姿勢といったような言及がございました。内容的に担

当レベルの話でもないというようなことも感じましたので、本日、大

変お忙しい教育長始め、部長、次長にも御出席をいただいて、再度少

子化社会の中での丹波篠山市の教育の基本的な考え方というのを、令

和４年度の取組とあわせて一度確認をさせていただく必要があるだろ

うというようなことで、本日、お時間をいただいたところでございま

す。これより、まずは座長のほうからお配りしておりますペーパーに

もあります質問によりまして質問をさせていただいて、それに対して、

教育長のほうから答弁をいただき、また追加で質問を私のほうから、

あるいはそのあと委員の皆様からも出してもらえたらというふうに思

いますので、時間については３０分ぐらいしかとっていないですけど

も、教育長等も公務がございますので、その間で御協力いただけたら

というふうに思いますのでよろしくお願いいたします。では座長のほ

うから、少子化社会の子どもの育ち保障についてということで確認質

問を行います。 

酒井市長の令和４年度施政方針において、「“子育ていちばん施策”

について、社会環境の変化や子育て世帯のニーズを的確に把握し、総

合的かつ一体的に進めるため」に、こども未来課をこども未来部とす

る方向が示された。０～1 歳児保育や放課後児童クラブの利用ニーズ

への的確な対応が期待されるところではある。 

一方、施政方針、教育方針のいずれにおいても近年出生数の顕著な

減少が継続していることに対する具体的言及はなく、中長期の安定し

た教育環境の維持に不安を感じる。 

教育委員会は、少子化社会に子どもたちの健やかな育ちの環境づく

りをどう保証していくのか。 

特に、令和４年度事業における少子化対応の考え方を説明願うと共

に、こども未来部における少子化課題への取り組み方について確認さ

せていただきます。 

教育長     少子化社会の子どもの育ち保障について、まずご質問の趣旨ですが、

近年、本市における出生数の顕著な減少が続き、社会の変化や子育て

世帯のニーズも多様化する中で、充実した保育や教育環境をどのよう

に整えて行こうと考えているかということについてのご質問だと思い

ます。中心としては保育園・幼稚園等の就学前教育についてだとは思

いますが、関連して小中学校教育にも触れさせていただきます。 

まず、本市における就学前教育・小中学校教育の現状、教育の質に
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ついてです。 

丹波篠山市の豊かな自然や文化の中で、先生や友達と一緒によく遊

びよく食べよく眠る本市の乳幼児教育は、「子どもの根っこを育てる

乳幼児教育」として「自立心の育成」や「豊かな感性」「心身の調和

のとれた発達」など以降の発達の土台をつくっています。 

そして、その後の小中学校における、少人数を活かした教育やＧＩ

ＧＡスクール構想のＩＣＴ環境を活かした「個別最適な学び」、さら

に探究的な学習や「ふるさと教育」などの体験学習による「協働的な

学び」の実践は、本市の特徴を活かして、令和の日本型学校教育が目

指す方向を先取りしたものです。 

次に現在の本市学校園の在籍者数と今後の見通しについてです。 

中学校が９７５人、小学校が１，９７５人、特別支援学校４５人、0

歳から 5 歳児までの公立市立幼保こども園が１，１２２人で、出生数

からみれば令和５年まではほぼ現状を維持しますが、令和６年と令和

９年に急激な、５０人程度の減少が予想されます。 

少人数教育や学校の適正配置に関する私の考えを申し上げます。 

令和３年度の本市学校園の在籍者を１クラス平均でみると、幼稚園

１２．６人、小学校２１．２人、中学校３３．６人となり、これは一

人一人を丁寧に見て行くためには適した人数だと考えます。小中学校

において、文科省が４０人学級を３５人学級に順次移行させようとし

ている流れを見ても、ＯＥＣＤ加盟国平均が小学校２１人、中学校２

３人であることから見ても、私の篠山東雲高校での体験から言っても、

１クラス２０人前後で全教職員が全校生を周知している学校のメリッ

トは大きいと思っております。 

幼小中学校の配置については、特に小学校は長い歴史と地域の愛着

がつまった地域のよりどころであり、少人数を活かすという教育的視

点からも地域活性化の観点からも今の形で維持しながら、小規模校の

課題を克服する指導方法の工夫改善を行うことが現時点では妥当と考

えます。 

次いで少子化社会における教育委員会の計画や考え方についてで

す。 

小中学校の適正配置については、平成１８年に議会の特別委員会で

も調査され、平成２２年６月の篠山市立小中学校適正配置審議会にお

いて『篠山市学校教育改革５ケ年・１０ケ年実施計画』が答申され、

城東小・多紀小・城北畑小の統合はできましたが、その後の具体的な
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計画はつくれていません。 

幼児教育・保育施設に関する長期計画としては、平成２４年策定の

「篠山市幼保一本化計画」で将来市内すべての公立保育園・公立幼稚

園を認定こども園にする方向性はもちながらも、その具体的な時期に

ついては「令和２年度以降に財政状況を見ながら然るべき時期に再検

討する」となっています。 

子育て支援施策の充実については、令和２～６年度を計画期間とし

た「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づいて進めております。

この計画策定時に預かり保育や放課後児童クラブ等のニーズ調査を行

っており、おおむね令和６年度までのニーズを満たす体制はできてい

ますが、国の幼児教育の無償化、共働き世帯の増加やひとり親世帯の

増加、コロナ禍における移住者の増加や保育施設への預け控えなど読

み切れない要素も多く、待機児童の発生や今回の「篠山児童クラブの

教室増設」等の事態が生じています。この計画については令和４年が

中間見直しの時期になっておりますので、関係者等の意見を取り入れ

ながら引き続き具体的な検討を進めて行きます。 

これらのことから現時点での教育委員会の考え方と致しましては、

就学前の教育・保育については「将来ビジョンとして、全市的に様々

な利点がある認定こども園化を目指すが、具体的な取組は特段の個別

事情が生じた所から検討を始める」とさせていただきます。 

小中学校につきましては、先ほど申し上げた少人数教育の利点や地

域活性化の視点、ＩＣＴ環境の整備による多様な教育の進展等により、

しばらくは現状を維持しながら、小規模の利点を生かし、課題を克服

する指導方法の工夫改善を進めるのが妥当と考えています。しかし、

これと並行して可能な範囲で「小中一貫校」の調査研究や出生数をも

とに将来の入学者数を想定した対応もしていかなければならないと考

えています。 

市長から御提案いただいたこども未来部については、現在教育委員

会で協議しております。こども未来部として、子育て施策を一体的に

進めることにつきましては、一体化のメリットを生かし、乳幼児期の

保育教育を総合的に進めて、子育ていちばんの町を積極的にアピール

し、若い世代の移住定住増加に結びつけたいと考えております。ただ、

教育委員の中には、教育委員会の業務が大きくなり過ぎるのではない

かという、心配、不安の声は上がっております。それを踏まえてこれ

から審議させていただくということになっております。以上、私の思
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いや教育委員会の今言える精いっぱいのところをお話しさせていただ

きましたが、また、よろしく御意見等ありましたらよろしくお願いし

たいと思います。 

渡辺座長    今、教育長のほうから答弁いただきました。少し私のほうから再質

問させていただいて、そのあと委員さんのほうからも質問していただ

けたらというふうには思います。教育長には非常に、将来的なことに

関しまして、しっかりと御答弁いただけたことに関しては本当に、感

謝申し上げたいというふうに思います。その中で就学前と児童関係の

ところと分けてお話をいただきました。就学前の部分については認定

こども園を目指していきたいというような大きな方向性については、

従前の考えを踏襲して行くというようなことだったと思います。あわ

せて学校関係のほうに関しては、少子化していくけども当面の間につ

いては、その少人数を逆にプラスと捉えて、それを生かした教育を展

開していくというような答弁をいただいたというふうに思っておりま

す。特に後段の少人数を生かして教育を進めていく。それをマイナス

の課題というんではなく、プラスの要因としてとらえるといった部分

については、明確にその辺りを教育長が示していただけた部分につい

ては評価をさせていただきたいというふうに思います。ただその辺り

の部分が、令和４年度の事業ではっきりとこちらのほうも判断しにく

かった部分がございますけども、その辺りについて今述べられたよう

なことについては、令和４年度の事業も一貫してその考え方で進めて

いくということであり、将来的に検討しなければいけないといったよ

うな課題について、認定こども園の課題が出てきたところについての

検討をきっちりするということと、その他のニーズの的確な把握、将

来的な子どもの数等のしっかりとした把握等については令和４年度の

中で今述べられたようなことを、ちゃんと進めていく準備があるとい

うふうに理解をさせてもらったらよろしいでしょうか。 

教育長     そのとおりでございます。子どもの数が減っているのは間違いない

ので、出生数はつかんでおるんですけれども、これも全市的な出生数、

それが各地域でどれぐらい、それが幼稚園に入るときにどうなってい

るか、そういう予測というか、それはつかんでおかなければいけない

と思います。ただ、どことどこを統合するかという話は、今も言いま

したように少人数は利点が多いので、それを生かした教育を展開する

中で、しかしそうは言いましてもこれが２０数名はよいし、１０数名

もいいと思うんですけど、それが１０人を割って、特に複式学級にな
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る基準が、小学校では２学級合わせて１４人ということは、７人で１

クラスです。１０人を割るような状態になると、それは非常に教育的

にも少人数を生かすと言い切れないところもあって、そこら辺はいつ

なるのか、どこがなるのかという予測は持ちながらも、それと保護者

の声、地域の声、そういうことを総合的に考えて進めていかなければ

いけない。ただ、すぐそこまで迫ってきたということがないように十

分備えていかなければいけないというふうに考えております。少人数

を生かすというのは、丹波篠山市の現状で２０名前後が多いので、小

学校ですとそれは非常に一人一人に目が行き届く。しかも今、１人１

台端末が手に入ってそこで個別に応じた対応、その子の課題に応じた

対応もしやすくなっている。そんなことも生かしながら、そういう個

別最適な学習と言いますけど、個別最適な学びは、これから日本社会

が目指すところなのでそれを、地の利を生かして、人口の利も生かし

て、それを先端で進めているとそういう自負を持って進めていきたい。

ただ少人数には、課題もあります。例えば人間関係を広げられないと

かいうような課題もあって、そういうことにもＩＣＴの環境整備は、

例えば世界とも会話出来たり、いろんな全国の学校とも会話出来たり

とか、そういう多様な意見を吸収するということでは、またしやすく

なっている。あと西紀小学校では全校生で学びの教え合いというか、

そういう機会を設けてあって、全校生が集まって、１年生から６年生

まで教え合うという、そういう中で、子どもたちが学びを育てている

ということで、まだまだ少規模の利点を生かす、あるいはその課題を

よりよい方向に持っていく、そういう作業はこれからも進めていけれ

ば、まだまだ丹波篠山の教育は、すばらしい状態になると思っており

ます。ただ今言いましたように、無防備ではいけないので、人数の増

減の流れはつかんでおかなければいけないと思っております。 

渡辺座長    ありがとうございました。きっちりと状況を把握しながら教育行政

を進めていくというふうに、教育長のほうからはっきり言っていただ

いたので、そこは期待したいと思います。今年度、後半になって放課

後児童クラブの課題もございました。その辺りについては、状況の把

握に少し課題があったのかなというふうに思っております。少子化、

それからニーズの変化は、常に起こってくるものでございますので、

その辺りについてはやはり教育委員会、事務局は当然ですけども、教

育委員会の合議体の中でもしっかりと協議して取り組んでもらえたら

と思います。私のほうからは以上でございます。 
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特に安井委員のほうから、こういった少子化のこと、適正配置のこ

とも含めて聞いてもらったらということでしたが、もし何かありまし

たらお願いします。 

安井委員    このような時間を持っていただきましてありがとうございました。

少しお尋ねしたいんですけども、今年の予算で今田の幼稚園・保育園

のあり方の検討費用が入っていて、それは一歩前進だと思っています。

私も災害等のリスクが高いところで子どもを預かるということは心配

だと思っていますので、やはり検討するときにこども園化を一緒にと

いうか、進めていただきたいのと、あともう一つ、他市と比べて我が

市は公立のこども園や幼稚園、保育園が多いです。他市は結構私立が

多いと感じております。今、国からの補助金の関係でいうと、私立の

ほうが何か有利だという話を、委員会で視察に行ったときに聞いた記

憶があるんですけども、その辺も含めて、ぜひ研究していただきたい

と思います。あともう一つは、お隣の加東市なんかでは、もう小中一

貫校がされていますので、近隣でそういうところもありますから、視

察なり研究して、我が市に小中一貫校が適用できるかどうかというこ

とも検討を進めていただきたいと思います。そういうこともしながら、

施設の整備や子どもたちの教育環境を整えていただくことをしていた

だいたら、この委員会としてもありがたいと思いますし、ぜひ御検討

をお願いいたします。 

教育長     今安井委員から御提案をいただいて、私どもも先ほどから申します

ように、何年にどことどこの小学校とか、なかなかそう言えない状況

ではありますけれども、当面は小規模を生かしますけど、それがもう

生かし切れないというか、そういう状況になったとき、地域の要望や

保護者の声も聞きながら進めていく、リーダーシップをとって進めて

いかなければいけない。小中学校についてもそうですし、こども園に

つきましても、現在篠山では私立のこども園が二つと公立のこども園

が二つ、今今田でこども園化を目指し協議中ですけれども、それは公

立でやる、そういう流れになりつつありますので、公立のこども園が

増えていく形にはなっていますが、私立のこども園には非常に大事な

役割を担ってもらっていると思いますので、それは大事にしていきた

い。補助金の研究も含めまして、そういう方向は大事にしていきたい

というふうに思っております。加東市をはじめ、そういう小中一貫校、

義務教育校など、小中一貫でもいろんな形があるんですけど、それを

進めておられるので、そこのメリットデメリットもしっかり学びなが
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ら、また生かしていきたいというふうに思っております。 

大上副座長   以前に一般質問でもさせていただいたとおり、加東市で言うと滝野、

社、東条で随時整備していく中で、西脇市にしても小野市にしてもそ

れは前向きな検討段階の中で、令和４年度については、先ほどの教育

長のお話だったら、丹波篠山市の教育委員会としては、どのあたりま

で他市の状況を確認していくという方向の中で、どのあたりまで検討

がなされる予定なのか、考えがありましたら、それも全然ない話だっ

たらそれはそれで結構です。 

渡辺座長    令和４年度の予算審査なんで、事業のことで説明してもらえたらと

思います。 

教育長     具体にどこまでというのは明確には持っておらないんですけれど

も、まず加東市の状況を、そこに視察に行かしていただくというとこ

ろから始めていきたい。加東市だけではなくて、今おっしゃったよう

な他市にも広がっているので、その辺も含めて視察から始めていきた

いというふうに私の頭の中にあるんですけど、具体的に何月にどこに

行くとかそういう話にはなっておりません。 

隅田委員    多紀小学校が令和２年度１１１名だったのが、今１３０人弱まで児

童数が増えています。普通であれば周辺の学校というのはだんだんと

児童数が減ってくるんですが、大きく伸びておる。その辺り教育委員

会はどういうふうに、その傾向を把握されておるのか。私は、福住の

商店街にふえたことが理由だと思っておったんですが、今回スクール

バス導入に際して、１４人乗りを２９人乗りにしたのは大芋方面の児

童がふえたということで驚きでもあったんですが、それがしばらく続

くのか。その辺りどういうふうに教育委員会としては、多紀小学校の

児童の増加を分析されておるのかお聞きしたいと思います。 

教育委員会   おっしゃるように多紀小学校はふえてきております。移住者、それ

から子供さんが子どもを連れて帰ってくる方が多くなっているという

のが一つ大きな原因だということで確認はしております。なぜそうい

うふうな動きになるのかというと、丹波篠山の自然いっぱいの田舎暮

らしのよさを体感されて、ぜひここでと思われる方がふえてきている

という声は聞いております。この動きについては、急激にふえたわけ

ではなくて、徐々に増えてきている部分はありますので、今後もこの

傾向は続くという思いを持っておりますが、ある一定の住む範囲など

も、立地の関係もありますので、今空いている家や古民家を改修して

住むという部分については、ある程度のところで止まるとは思います
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が、この４、５年の間はこれぐらいが維持されるという感じでとらえ

てはおります。 

隅田委員    今は多紀小学校だけだと思うんですが、それで手だてが見えてくる

んであれば、ほかの小学校においても多紀地区で行われておるような

施策を、創造都市課になると思ったりもするんですが、そちらとも連

携をしたりしながら、なぜ多紀地区に移住者や、またＵターンで子連

れの世代が帰ってくるのか。その辺りまた調査をして、よければほか

の地区にも普遍できるような形を考えてもらえればと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

森本議長    国からの流れで子育て支援施策を一元化するというのは、ニーズと

いうか大きな流れだと思うところであります。丹波篠山市は、市長の

方針において子育ていちばんのまちを目指す。それを教育委員会が持

つのか、市長部局が持つのかというのは、非常に施策を今後進めてい

く上で大きな課題があるんではないかと思うところでございます。今

教育長の冒頭のお話の中にも、教育委員さんの中には、少し守備範囲

が広がるのを心配なされておるというようなお話もいただきました。

制度上、施策をしていこうと思ったら、教育委員さんの同意を得なけ

れば、教育委員会としては出来ないと思います。そういうタイムリー

な施策を求められる施策を進める部署を教育委員会が受け持つという

ことに対して、教育委員会だからできるということもあるかもしれま

せんけど、その辺、意欲というか、自信というか、教育長がやるとお

っしゃっていただければ、それはそれで結構ですし、お願いします。 

教育長     おっしゃったように、教育委員が参加した教育委員会の決定がない

と進めないところがあるので、その手順は踏まなければいけない。教

育を一本化してやっていく教育委員会ならではのよさというのもあり

ます。例えば３歳児以上を対象にして、森のようちえんというのがあ

るんですけど、４歳児５歳児対象の幼稚園と絡めて、森のようちえん

の要素を幼稚園でも、あるいは幼稚園のよさを、森のようちえんにも

行けるとか、そういうふうな全体として進めていく。一例ですけど、

そういうことはできると思いますので０歳児から中学生までをしっか

りと見据えて教育をしていくという点ではメリットはあると思います

し、しっかりとやっていかなければいけないというふうに思っており

ます。 

教育委員会   子育て施策を教育委員会でということなんですけど、川西市さんが

私どもと同じようなスタイルをされております。川西市さんは、平成
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２７年度から同じこども未来部ということで、子育て施策を市長の方

針で一本化し、教育委員会で取り組んでいるというふうなことで先般、

お話を聞かせていただきました。御指摘のとおり、教育委員さんの同

意を得ることであったり、決定は最終市長のほうになりますので、な

かなかそういった面があるんではないかなというふうにお話も聞かせ

ていただきましたけれども、保育園、幼稚園、それから学校教育を持

っている部分、子どもたちを一元して持っていくことのほうが、子ど

もたちにとってよりよいメリットがあるんではないかなというふうな

ことで、川西市さんのほうともお話をさせていただきました。川西市

さんのほうは、平成２７年度からいうことでもうかなり年数も経って

きておりますので、今後川西さんのほうの取組の状況であったり、い

ろんな課題等ができているかと思いますので、その辺も十分聞きなが

ら、今回のこども未来部の創設が、子どもたちにとって、それから保

護者にとって、地域にとってもよりよくなるようにできる限り取り組

んでいきたいというふうに思います。先行市の事例に学んでいくとこ

ろが大きいと思います。 

渡辺座長    いろいろと課題もありますし、先ほどありましたプラスの要素も見

えるところであります。ただ、変化は日々刻々起こってきております

ので、教育行政に責任を持つ教育委員会事務局とされましては、その

辺り的確に対応していただくためにも、日々状況をしっかりと把握を

いただきたい。そして令和４年度においても、そのような取組を進め

ていただきたいというふうに思います。今日はどうもありがとうござ

いました。 

 

 

■企画総務部 

日程第１ 議案第１８号 令和４年度丹波篠山市一般会計予算 

 

創造都市課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    関係人口創出拡大事業で、関係人口創出拡大業務委託料ですけども、

関係人口案内所というのは、どこに設置されて、どのような方が運営
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されるのか、もう少し詳しく説明お願い出来ますか。 

企画総務部   関係人口案内所につきましては、その場所を例えば駅ラボや、市の

創造都市課の窓口というところではなしに、今考えておりますのが、

ポータルサイトという形でそこに設置しまして、その中でその関係案

内所を設置したいというふうに考えております。市の窓口などに看板

を掲げて、ここが案内所ですということではなしに、ポータルサイト

上に設置をしたいというふうに考えています。委託先については、一

般社団法人丹波篠山キャピタルのほうに委託をしたいというふうに考

えております。 

隅田委員    官学地域連携事業で、令和４年度の新規事業であります丹波篠山キ

ャピタル、これをどのような形で進めていかれるのか。あと県民局の

ほうでは、シリ丹バレーというのが発表されております。そことの連

携というのは考えておられるのか。それはないのか、その辺りの説明

もお願いしたいと思います。 

企画総務部   丹波篠山キャピタルにつきましては、２月に会社自体はもう設立し

ておるわけなんですけども、実際には４月から、今後の人材育成、特

にイノベーターズスクール、地域おこし協力隊についてしっかりとそ

この部門でやっていきたい。今までは御存じのとおり、イノベーター

ズスクールは駅ラボ、地域おこし協力隊というのはフィールドステー

ションで神戸大学と、ある面連携しているところもあったんですけど

も、それを一体的な形での取組として、市の人材育成をそこで行って

いく。また、地域課題として様々なことがございます。例えば、草刈

りの問題や獣害柵の点検といった問題がある中で、人材育成をしたも

のと、その地域課題のような事柄をうまくマッチングさせて、地域課

題の解決に向けた取組を行っていくというようなことが主な取組とな

っております。人材育成をきっちりと行っていく部門というふうにと

らえていただいたらわかりやすいのではないかと思っています。その

ほかにも人材育成だけでなしに、例えば市に関する全体的な調査研究

などもあわせて行い、行く行くは自分のところでもある程度稼いでい

けるというふうなことも含めて、今後調査研究をしていくというふう

な部分になっております。シリ丹バレーとの連携につきましては、先

日、この協議会の設立が行われたところですが、こちらのシリ丹バレ

ーも起業的な、そういういろんな知識を持たれた人の集まりというと

ころをいかに情報発信していくかというところもあるかと思います。

そういうところで、人材育成という部分では、相通ずるところがある
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かと思いますので、その辺のことについても、このキャピタルの設立

趣旨と似通ったところがあるかと思いますので、その辺は、県民局、

県とも連携しながら取り組んでいけたらと考えております。 

大上副座長   ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業の定住促進推進員の

ことで、たしか去年も同じようなことを言わせてもらったかもしれな

いんですけども、これの活動のことで教えてもらいたいんですけど、

まず市のほうから自治会のほうに、推進委員を選出してほしいという

ふうに打診されていると思うんです。自治会の中からこの方を選出し

ますというふうな報告を受けた後、エリアの中で調査されたことの報

告はどのような形で上がってきているのか、そこを教えてもらえます

か。 

企画総務部   定住促進推進員の報告書ですが、年度末に年間通しての定住促進の

活動報告という形でいただいております。そのほかにつきましては、

今年度につきましては、７月、８月に定住促進員の説明会ということ

で、ワクワク農村未来プランの説明とあわせて市内１９地区で説明を

行いまして、１時間半ほどの会議なんですけども、定住促進推進員の

皆様から、各地域における実情等もそこで聞き取りをし、また、空き

家等の情報についても、例えば暮らし案内所のほうに情報をつないで

いただくとか、また地域のほうで空き家になっており、連絡がつかな

い人もあるんですけども、例えば、たまに地域に帰ってこられた方に

お声がけをしていただいて、今この空き家について、どのような状況

になっていますかといったお声がけをしていただく中で、例えばその

空き家の所有者のほうから、暮らし案内所のほうにも御連絡をいただ

いて、空き家の活用について御相談をいただき、つないでいただくと

いうようなことを、定住促進推進員の説明会の中でさせていただいて、

定住促進推進員さんの中では、市のほうにも相談されるパターンが多

いんですけども、市民センターの暮らし案内所のほうにも御相談をい

ただいて、そこでいろんな情報収集をしながら進めています。１年に

１回の市への報告書というのは、１年を通してどういうふうな取組を

していただいて、どういう実績があったかというところはいただくん

ですけども、間、間については、先ほど申し上げましたようなことを

行っていただいておるような状況です。 

大上副座長   きちっと取り組んでおられる自治会については、僕はそれでいいと

思うんですけれども、その辺りの情報がマンネリ化になっているとこ

ろもあるんではないかというふうに思ったりしまして、年間通しての
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活動報告を受けて、次年度にそれがどう生かされるかというところの

指導というのか、その辺りをもっとうまく連携しないと、ほぼ僕が知

りうる情報でしたら、もう充て職みたいになっていて、報告書という

か、現況調査したものを提出して、それほどそこから先につながって

いないようなところもあるんではないかというふうに思うんです。も

う少しエリアを広げて、本当に適任者を選定していくのも一つの方法

かとも思ったりするんですけれども、その辺り何か問題になっている

ようなことはお聞きされたりしていますか。 

企画総務部   今おっしゃった件につきまして、創造都市課としましても各地域に

おきまして、その辺りをうまくやっていただいているところと、若干

そうでないところもあるかと思います。その中で、市としましてもそ

ういうところにきっちりと指導や助言をしていくことは、今後必要だ

というふうに考えております。令和４年度に実施するかどうかは、ま

だ未確定なんですけども、そういう定住促進推進員さんの会等で、そ

ういう報告をいただいた件につきまして、例えば、市としてもう少し

突っ込んだ形で意見を求めていくなど、そういうこともしながら、取

り組んでいただいているところは、それだけの成果が上がっていると

思うんですけども、そうでないところについてはどういう対策をとっ

ていくかというところも、もう一度課内でも研究しまして、取り組ん

でいきたいと思います。 

隅田委員    ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業のＪＲ西日本との共

同プロジェクト「お試し地方暮らし」ということで、ＪＲ西日本との

連携であれば分かるんですが、南丹市、また滋賀県の高島市と連携を

して行うということなんですが、他市とはどのような形で連携をする

計画なんでしょうか。 

企画総務部   高島市と南丹市というところなんですが、連携の方法としては、連

携協定という形をとって、ＪＲ西日本ともあわせ持ってしていきたい

というふうに考えております。既に、高島市のほうでは、包括連携協

定をＪＲ西日本と結ばれていますので、四者協定ということではなし

に、おのおのでＪＲとの協定をしていくという話で今はしておるとこ

ろなんです。当市と南丹市、高島市との関係については、今事務者レ

ベルで協議会方式を設けて、その３市で事務を進めていくかどうかと

いうところは今調整をとっておるところです。 

企画総務部   こちらの事業はもともとＪＲ西日本さんのほうのお声がけからスタ

ートしておりまして、いわゆるアーバンネットワークですが、ＪＲ西
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日本の１番端のほうに当たる高島市、南丹市と当市という形で、通勤

圏を広げるというような目的でスタートをされております。今、連携

の仕方については事務者レベルで検討中ということなんですけども、

令和４年度につきましては、共同で広報事業を実施するというような

予定をしております。ＪＲの中吊り広告、そういったものを共同で実

施しますのと、３市とＪＲさんとでセミナーですとか、ホームページ

などを設けまして広報活動を合同で実施をするというような形をとっ

ております。合同ですることで、それぞれの自治体の費用負担が下が

ってくるというのもございますし、特に移住される希望者側につきま

しては、いろんな選択肢が提示されるということで、地方に移住をし

たいと思っているライト層の方につきましては、１市だけを見るより

も山、湖の近くですとかいろんな選択肢があるほうが参加しやすいと

いいますか、いろいろとめぐってみたいというような思いが強いです。

いろんなところを比較対照されているような状況ですので、そういっ

た形でいろんな選択肢があるというような形で提示できるという部分

が、今回の３市との連携のメリットというふうに思っております。 

隅田委員    今の説明で少し気になったのが、通勤の端というような言葉を使わ

れました。私はイメージとして例えば大阪駅にポスターを張る。その

ポスターに田舎暮らししませんか、地方暮らししませんかと書いて、

３市のイメージのようなものを１枚のポスターにして張っていったり

した経費が下がるぐらいなのかなと、それぐらいしかイメージが出来

なかったんですが、例えば大阪市内の企業に勤めるのに、丹波篠山市、

南丹市、高島市とそういうふうな通勤圏の限界というニュアンスが入

っておるんですか。 

企画総務部   今まで西宮や宝塚に住んで、大阪や京都、神戸に通勤されていた方

が、コロナでテレワークもするようになって、そこに住む必要がない

と気がつかれた方がふえてきている。もっとゆったりと暮らせる、か

つ電車で、１時間ぐらいで通勤出来て、毎日ではなくて週に何回かで

あれば１時間ぐらいかけて通勤できるという、そういう条件が合致す

る３市で今、組んでやっているというような形になりまして、ＪＲさ

んとしては毎日通勤をされなくなると、運賃収入は下がってくるんだ

と思うんですけども、それが遠距離になることで下がった分をカバー

するというようなＪＲさんとしての狙いもあるんだと思うんですけど

も、そういった４者の思いが合致して、今スタートしているというよ

うな状況です。 
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安井委員    丹波篠山ふるさと応援寄附金事業のふるさと納税の記念品なんです

けど、昨年までと比べて大幅に金額がふえていまして、そのために新

しくメンバーも各課から参集されまして、返礼品を充実させようとさ

れていると思うんですけど、もう少しその辺りのことを詳しく説明を

お願い出来ますか。 

企画総務部   ふるさと納税の体制につきましては、ふるさと納税推進室を設けて、

今後、戦略的なところについては、こちらの部署で進めていっていた

だくということで、もう既にいろいろと取組を始めていただいており

ます。特に、今まで実施をしておくべきところも多々あったわけです

けども、方法論としましては、例えば観光、特産物へのＰＲの施策と

しまして、ふるさと納税推進に係る他部署との連携、その辺りをきっ

ちりと行っていきたいというふうに、まず考えております。ただ、今

まで創造都市課一課で動いておったところもございましたので、先ほ

ど申し上げました、例えば観光交流部や農都創造部というふうなとこ

ろ、観光や特産物の専門部署ともタイアップをして、全庁的な取組と

して進めていく必要があるんではないかというところで、ただこれは

市だけでなしに商工会、農協とも連携をして、もっと幅を広げたこと

をしていかないと駄目だというふうに考えております。第１弾であり

ます未開発の返礼品の発掘というところで、まず今まで特産物などの

特定の返礼品に頼っていたところもあるんですけども、市内企業でい

ろんな製品をつくっておられるところがございます。加西市さんでは

御存じのとおり、電化製品というところが主流で、供給量も高く、返

礼品の単価も高い。なかなかそういうところは難しいとは思うんです

けども、そこをもっともっと掘り起こして取り組んでいきたいという

ふうに思っております。また、なかなかここは取り組めていなかった

ところはあるんですけども、プロジェクト型のクラウドファンディン

グというふうなところで、もう少し幅を広げた中で、市内でいろんな

取組をしていただいている部分もございます。市の内部でもこのクラ

ウドファンディングを有効に使って、今年はロッテの事業についても、

クラウドファンディングということでやってきたわけなんですけど

も、こういうところを、提案型の事業ではあるんですが、幅を広げて

取り組んでいきたいというふうに思います。ふるさと納税推進室とと

もに、まず５月１日からきっちりと進めていけるように、そこまでの

間、調査研究をしながら、今進めているところです。 

安井委員    その辺あたりは、ある程度理解したつもりなんですけど、市内に部
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品メーカーなどが結構あると思います。そういうところの品っていう

のは、最終的な店に出る品じゃないんですけども、そういうのは返礼

品、要するに商品の中に部品が使われているのを返礼品に使うといっ

たようなことは不可能なんですか。 

企画総務部   地場産品という形になりますので、部品というのは難しいと思いま

す。基本的には工業製品ですと使える状況です。ただ調理加工品です

が、食べ物ですと大部分がこちらで加工しているか、生産しているも

のというような形にはなりますけども、工業製品につきましては基本

的にここで完成までしているというような形になります。 

安井委員    具体的に言えばフルヤ工業さんでは、Ｇショックなどのケースをつ

くられているんですけども、そういうのが返礼品としては使えないと

いうことですか。 

企画総務部   部品の一部分を使っているだけという形では難しいんですけども、

例えばＧショックですと、着せ替えカバーというのがあると思うんで

すけども、そういったものであればカバー自体が一つの商品ですので、

そういったものであれば可能ではないかと、こちらのほうでもお声掛

けのほうを検討しているというところです。 

安井委員    給食甲子園で優勝されまして、そのレシピ本が出来たんだけど、あ

れなんか、僕は返礼品として非常にいいもんだと思うんですが、そう

いうことは庁内でも検討されたらいいと思うんですがいかがでしょう

か。 

企画総務部   給食センターのほうから御相談をいただいておりまして、ただ単価

が１，０００円ということで寄附額としてもう少しないと、３割です

と３，０００円の寄附になってきますと、送料などを考えると赤字に

なってしまいますので、例えば、何か特産品とセットですとか、何か

と合わせて１万円を超えるような商品にしていただいて出すことが出

来ないかというのを、今内部で検討をしておるというようなところで

す。 

森本議長    丹波篠山ふるさと応援寄附金事業なんですが、私はもう、今まで思

いつかなかった大胆なことが必要ではないかと思うところでございま

す。例えば、寄附いただいた空き家をつけます。３００万円の評価な

ら１，０００万円寄附してもらったら空き家を返礼品であげたら、農

地つき空き家とか、何か今までにない発想が要るんではないかと思う

ところでございますので、みんなで知恵を絞って取り組んでいってい

ただきたい。もし私たち議会でも、何か知恵を出せ言われたら、皆知
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恵を絞って提案をしていきたいと思います。それと、お取組をいただ

いていることは承知の上で聞かせていただくんですが、例えば、企業

版のふるさと納税ですが、どこにも何も出てこないんですけども、ど

ういった取組がなされておるか。額の少ないふるさと納税も大切です

けど、もう大きな額も必要だと思います。１億円までいかなくても、

コロナの中でも、利益を生んでいる企業の多々あるので、そういった

働きかけもいいんではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

企画総務部   大胆な、これまでになかったアイデアというのは不可欠であると考

えております。ただ、おっしゃっていただきました空き家、また農地

というようなものは、資産の形成ということになりまして、返礼品と

しては認められないというところで出来ないわけですけれども、大胆

な発想というのは必要だと考えております。現在、全員兼職にはなる

んですが、１２名の職員でふるさと納税推進室を構成しております。

ミーティング等の中で、様々な意見を出してくれておりまして、これ

まで私ども、また創造都市課でもなかなか考えつかなかったアイデア

も出てきております。こういったことを十二分に活用したいと思いま

す。ただ、広報費につきましても、経費の５割ルールがございますの

で、なかなかＰＲ経費も割けないというところで、大胆な発想で、話

題になるような取組をしまして、広報経費がかからないような形でマ

スコミが載せていただけるようなアイデアも出していきたいと考えて

います。次に企業版のふるさと納税でございますけれども、これもメ

ンバーの中からアイデアをいただいておりまして、令和４年度はガバ

メントクラウドファンディングという形で、新たにテーマ型のふるさ

と納税に取り組もうとしています。その一環といたしまして、企業版

のふるさと納税につきましてもテーマ型というような形になりますの

で、多くの企業に御賛同、また共感いただけるような事業を選びまし

て、企業の皆様方に御協力いただけるような形で進めていきたいと思

っております。もちろん議員の皆様方にもアイデアやＰＲをお世話に

なりたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

森本議長    令和４年度の予算に４億円という収入が上がっておりますので、期

待をしております。 

原田委員    空き家活用事業の空き家改修補助金が、すごく拡充してあるんです

けども、これにつきまして１件５０万円で、例えば商店街の空き店舗

対策で、店舗改装などにも利用することは可能なんでしょうか。 

企画総務部   こちらの補助金のほうは、国の交付金とかも使っている関係もあり
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まして、もともと住宅の空き家に対しての補助というような形になっ

ておりますので、住居兼事業所であれば可能かとは思うんですけども、

事業所だけという形になりますと対象外になってきます。また、空き

家を事業所に改修されるという場合であれば可能なんですけども、事

業所のみの建物を住宅に、あるいは事業所にというのは難しいという

形になっております。 

大上副座長   企画一般事務費の若者たちでまちづくり会議のことなんですけど

も、活発な御意見を出していただいて、活動報告書のほうもタブレッ

トで上がってきとるんですけども、先ほどの説明でしたら、一旦これ

を検証する。実現可能なものであったり、ハードルの高そうなものな

ど、いろいろ意見があると思うんですけど、これは一旦、検証した後

にこの事業の区切りをつけてから、またほかに、例えば本市において

は別の課題もあると思うんですけれども、そういったテーマは、一旦

区切りをつけてから、また新たなものに取りかかるという形の流れで

いいんですか。 

企画総務部   若者会議の令和３年度については、３テーマの提案をいただきまし

た。そのテーマをできる限り同じメンバーで、引き続き今度は実現に

向けて動いていっていただくこととしております。一旦区切りといい

ますか、リセットするんではなしに引き続きというところで取り組ん

でいきたいというふうに考えております。市のほうでも内容によって

は予算化をしていかなければいけないものや、ここはもう少し、お金

はかかりませんが地域の御協力を得てやっていくものとか、そういう

部分とかをもう少しこの現状のメンバーで考えていって、どのような

形で実現に向けて取り組んでいくのかというところをもう少し精査を

する中で、取り組んでいきたいというふうに思っております。令和４

年度の予算としては、会議委員謝金や活動助成金という形で予算化さ

せていただいておるところなんですけども、できるだけお金の要らな

いようにといいますか、現状、例えば市の内部でも補助金制度を設け

てやっているところもございますので、そういうところも活用しなが

ら、投入するところにはお金を投入して、そのときには、補正あるい

は当初予算等で、計上させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

森本議長    令和４年度の大きな目玉施策だと思うんですが、ワクワクのモデル

事業、施政方針でも４年度中に全ての自治会への説明が完了しますと

のことです。この予算説明資料を見てみますと、丹波篠山市に住む幸
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せを実感できるようなという表現があるんですが、私も毎日、毎朝毎

晩、生まれた家に帰ってワクワクしているんですが、本当に市民の皆

様方に、自慢をもってワクワクしてもらえるようなことを、市の行政

職員さんが、失礼ですけど、住民学習みたいに自治会を回って、冊子

を持って説明して、皆さん理解していただきましたか。そしたら今か

らワクワクしましょうなんてことは、私はある意味不可能だと思うん

です。それをほんまにやるとおっしゃるなら、やるとおっしゃっても

いいですが、もうみんなワクワクしたいんです。市民の皆さん方４万

人が、大きな希望を持ちたいと思うんですが、これを達成するという

のは、大変だと思うんですが、担当部署の意気込みを聞かせていただ

きたいと思います。 

企画総務部   ワクワク農村モデル事業なんですけども、令和４年度は、市長のほ

うもおしゃれなワクワク農村ということで取り組んでいくということ

で、令和３年度のワクワク農村未来プランの推進を引き続き、全市的

に取り組んでいくというふうな考えで進めていくこととされておりま

す。今モデル地区ということで１１地区でコーディネーター、あるい

は各支所の地域振興課長やプロジェクトメンバー等が各地域に入っ

て、各地域の自治会長さん、あるいは自治会のメンバーさん等とワク

ワク農村をどのようにしていくかという話を進めていただいておりま

す。各地域でワクワクするような内容というのは様々なんですけども、

１番多いのがその地域の特徴的なこととか、その課題になっているこ

ととか、今までの祭り事とか、そのようなことが多くなっています。

その中で話をしておりまして感じることがございます。各地域でどの

ように取り組んでいくのかというのが１番ポイントかというふうに思

っています。コーディネーターとも話をするんですけども、市が主体

で、しかも補助金を市から出すから事業をしてくださいというのでは

なしに、各地域で自主的な取組をしていただくということを基本に考

えております。そうでなかったら長続きしないであろうというふうな

ことで思っています。その中で感じることは、それぞれの地域の皆さ

んが今までやっておられたことが、例えばコロナ禍で出来ないですけ

ど、もう一度それをみんなでやってみたい。そのことが今後の地域、

村の維持、活性化につながっていくんではないかという意見や、３世

代同居で餅つきとか、そういうことも今までやっていたけども、コロ

ナ禍でできなかった。そういうことをもう一回地域で盛り上げていき

たいとか、そういう意見も聞いたりします。少しでもその地域で、小
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さなことでも大きなことでもあると思うんですが、そういうことを取

り組んでいって、地域の皆さんが元気になる、ワクワクするというふ

うなことが、外から見てもこの地域楽しいなというふうに思っていた

だく。そこでまた、そこに人が集まってくるとか、そういうふうなこ

とを取り組んでいくことが、このワクワク農村未来プランに書いてあ

ります。未来に向かって地域をつなげていくということにつながって

いくんではないかというふうに思っています。森本議長おっしゃる通

り、このことを２６１の地区で全て達成するのは難しいかもわかりま

せんが、このことについては、一つ一つ住民学習で職員が入って、そ

ういうことをまず地域で話をする、そこでもう少し支援が必要だとい

うところについては、地域振興課がサポートをしていくというところ

で、そういう形で何とか進めていきたいというふうに思っております

ので、また御協力のほどよろしくお願いいたします。 

森本議長    課長のお話を聞きまして、さらにワクワクをしたつもりでございま

す。本当に今、課長が熱意を持って今しゃべられましたけども、そう

いう熱意を地域に入られる職員さんが持って、しっかりと取組をいた

だくことを期待しておるところでございます。 

原田委員    企業振興・誘致促進費の工場等施設整備奨励金が５００万円余り組

んであるんですけども、これは説明に書いてある５事業所に対して、

奨励金を渡せるというふうに理解しているんですけれど、たしか昨年

も同じ事業所に対して執行してあるとしたら、どういう基準で執行さ

れるのか聞かせてもらいたいと思います。 

企画総務部   工場等施設整備奨励金につきましては、施設の増改築、もしくはそ

の新築、そういったものに係る固定資産税の支援ということになって

おりまして、過去に増築または新築された工場等の施設に対して、固

定資産税を５年間、奨励措置として奨励金を交付するものとなってお

ります。 

安井委員    企業振興・誘致促進費で、農工団地岩崎地区について書かれている

んですけど、ここは旧丹南町の農工団地だったと思うんですが、ここ

の団地へ行くアクセスの道路は割と狭い感じを受けるんです。工業団

地だから、トラックとかが出入りするのに今の道路のままで大丈夫な

んですか、その辺りはどうなっているんでしょうか。 

企画総務部   農工団地岩崎地区につきましては、既に売却はされていて企業さん

の所有ということになっているんですけれども、アクセス道について

は狭いですので、今回については、そのアクセス道となる市道の部分
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の拡幅工事を、企業さんのほうで実施をされて、それを市のほうに帰

属をしていただいて、市道として管理をしていくということで話を進

めております。 

隅田委員    地元就職促進費なんですが、高校生の地元企業への就職に対する支

援ということで、これまで何年間か企業紹介ガイドブックをつくった

り、いろいろしてきたんですが、就職で神戸、大阪のほうへいってし

まうというような説明があったと思うんですが、最近の傾向で地元へ

の就職が進んでおるのかどうか、その辺りの説明をお願いしたいと思

います。 

企画総務部   新規学卒者の状況ですが、令和３年度の卒業生について各学校に聞

き取りをしましたところ、卒業生は約２８０名で、そのうちの就職者

が、今年は例年より１０数人少なくなって８７名でした。そのうちの

約３割の２３人が、市内企業のほうに就職をされているという状況で

す。大学の新卒者につきましては、新規学卒就職奨励金のほうで、申

請状況を確認する限りにおいてなんですけれども、令和３年度の４月

の就職者で、全体の５６人のうちの大卒２７人ということで、もう少

し分析しないとわかりませんけれども、コロナ禍の影響などを受けて、

大学卒の就職者数は若干ふえてきているということで考えておりま

す。 

隅田委員    部長に見解を伺いますが、この創造都市課の１４事業というのは多

過ぎるのではないか。例えば創造都市１課２課とか、そういうふうな

組織の再編等は考えてこられなかったのかという辺りをお聞きしたい

と思います。 

企画総務部   企画総務部、特に創造都市課の中には、従来から問われているこれ

からの地域づくりの方向性をどういうふうに考えていくのかという部

分と、自ら実践をしていくという部分と両方の機能が備わっておりま

して、非常に課題が多いということは前から御意見も頂戴してきたと

ころでございます。昨年の４月に創造都市課の中に企画調整係という

のを設けまして、現在はそちらのほうで、主に今後の展開についての

先進的な研究でありますとか、市役所の総合調整に取り組むとともに、

一方で市長から、あるいは市の中では創造都市課というのは期待が非

常に大きいところもございますので、そこで市長直轄的に事業を展開

していく部分と、各担当でお世話にならないといけない部分、そうい

ったものの割り振りをしながら行っているところでございます。例え

ばワクワク農村の事業につきましても、今回の施政方針の中でも大き
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くクローズアップされているところでございますけれども、当面の方

向性を見出していったり、助走期間につきましては、企画調整担当で

調整をしながら創造都市課を中心に、一方で今後の展開を考えたとき

に地域振興課とタイアップをしながら、取り組んでいるというような

状況でございますので、今御指摘いただいたような課題も、一方であ

るわけでございますけれども、効率的効果的に、そしてスピーディー

に進めていくという上での現在のこの体制というふうに考えていただ

けたらというふうに思います。御指摘いただいたようなバランスを持

ってやっていくということにつきましても、今後引き続いてそういう

形のありようについても検討はしていきたいというふうに考えており

ます。 

渡辺座長    先ほどから話が出てるような、ふるさと納税推進室なんですが、室

長には大変お世話になりますけども、「室」という組織が今回出来た

んですけども、丹波篠山市における室という位置づけ、室が何を指し

ているかというのが、もう一つよくわからない。今回のふるさと納税

推進室も、これが組織の中でどこに引っ付いているのかもわかりにく

くて、何となく、当初の話でしたら市長直轄でいかれるので室の意味

かと思っていたんですけども、何か部の中にあるような感じを受けて

います。もう既に企画総務部の中に企業振興室もあって、係長という

のがいいのか、室長というのがいいのか、どうなっているのか、何か

その辺りがわかりにくいです。当市では部、課、係が基本的な組織だ

と思うんですけども、丹波篠山市として室を設ける場合に、どういう

位置づけで、誰のところに室がぶらさがっているのかということを明

確にしてもらいたいというふうに思うんですけども、今回のふるさと

納税推進室はどうなっているのか。また現在係長が中心に頑張っても

らっているんですが、ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう室のところの

業務はどうなって、どういう関係にあるのか。説明してもらったほう

が、令和４年度の事業推進に当たって、こちらのほうも理解をしやす

いと思いますので、お願いしたいと思います。 

企画総務部   市役所の組織としては部、課、そして係こういう編成になっており

まして、室というものについては明確な規定がないというのが現状で

ございます。これまでから、例えば企画総務部の中にも、今御指摘が

ありましたように企業振興室でありますとか、ふるさと丹波篠山に住

もう帰ろう室、こういうような名称があって室というものを使ってき

たところはございますけれども、現段階で来年度に向けた、こういっ
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た今言われた室というものについての位置づけが少し不明確になって

いると考えておりまして、これについての一定の解釈が必要だという

認識を持っております。その中で、あくまで現状でございますけれど

も室というものについては、正規のものというよりは、一時的にプロ

ジェクト型で特命事項に対応する、そういう行政組織というような形

に現在なっているのではないかという認識のもとに、来年度の４月に

向けて整理をしていきたいというふうに考えております。室自身も課

長にぶら下がっているものもあれば、係長単位のものでぶら下がって

いるものもあります。その辺は様々ではあるんですけれども、一方で、

企業振興室であるとか、ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう室というよ

うに、定着をしてきているものもあるのも事実でございますので、そ

ういう名称については一定残しつつ、組織としてはきちっと整理をし

ていきたいというふうに考えているところでございます。ふるさと納

税推進室について、現時点では３月３１日までの期間を限定した、当

面の緊急的に課題解決を図っていく組織であるというふうにして、辞

令も交付をさせていただいておりまして、人事異動のこともございま

すので、３月末までという扱いにさせていただいておりまして、４月

１日以降については、ふるさと納税の推進ということについて言うと、

もう少し実際にやっていく必要があるというふうに認識はしておりま

すけれども、一旦は３月３１日までの任期つきの辞令交付をさせてい

ただいております。また、ふるさと納税推進室と定住促進係のほうで

行っている事務分掌の関係でございますが、令和３年度の現時点にお

いては、これまでの従来の業務、特に事務的なやりとり、寄附納付書

の発行であるとか手数料の支払い、返礼品の送付関係の事務、こうい

ったものについては従来どおり、創造都市課の定住促進係で実施をし

ています。ふるさと納税推進室については、今課題になっている新た

な商品開発であるとか、新しい発想でどういうふうにこれから４億円

という目標に向かって進めていくのかというあたりのことを、特命的

にそこを集中して取り組んでいるというすみ分けを現段階でさせてい

ただいております。 

渡辺座長    私も認識不足で、取りあえず今の辞令が３月末までというようなこ

とだと思いますので、４月１日以降の組織の形をきっちりされるほう

が効果的な事業展開ができるんじゃないかと思いますので、それをし

てもらいたいのと、室を設けるというのは首長の思いも結構入ってい

ると思いますので、本当にそれぐらいやるというようなことでしたら、
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首長に直接ぶら下げてやってもらうというのも、首長の責任というの

も明確になるし、それも一つの方法ではないかと思いますし、一般的

に中途半端なところに室があるというよりは、市長なり、社長名とし

てのミッションを行うというような意味で室を使われる場合が結構多

いだろうと思いますので、またその辺り整理してもらえたらうれしい

と思います。意見ということでお願いします。 

 

 

ブランド戦略課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    ブランド戦略事業で、役務費の広告料に５００万円とあるんですけ

ども、どこにどのような広告をされるのか、もう少し詳しく説明お願

い出来ますか。 

企画総務部   まず考えておりますのは、神戸市の三宮駅前にありますミント神戸

におきますミントビジョンに広告を出させていただきます。ふるさと

納税の増額ということを目標にさせていただいておるわけでございま

すけれども、それにはまずブランドのＰＲだと考えていますので、例

えば、折に触れブランド進行、ブランドＰＲの印刷物、またヤフー広

告、そういったものを定期的に、効果的にやっていきたいと考えてご

ざいます。 

安井委員    ミント神戸のミントビジョンというのは、街を通る人に見てもらう

んだと思うんですけど、それは具体的にいくらぐらいの広告料がいる

んですか。 

企画総務部   年間３０万円でございます。ヤフー広告が１回当たり税別で５０万

円という形になりますので、例えば春夏秋冬など定期的に、また効果

的な時期に発信していきたいというふうに考えております。 

隅田委員    前回の全協でも言わせてもらいましたが、ブランドというものをど

のように考えるか。私たちのような高齢者になりますと、お城のこと

があったり、伝建地区があったり、特産物は黒豆ですといったふうな

イメージがあるんですが、今の２０代の人はそうじゃないということ

で、行政も議会もそうですが、丹波篠山のブランドとは一体何なんだ

ろうというところをもう一度問い直していく必要があるんじゃない
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か。ただ単に丹波篠山のブランドの文字はこんなんですとか、そんな

ふうなものではないと思うんですが、その点、ブランドについてブラ

ンド戦略課としてどのように考えておられますか。 

企画総務部   大変難しいことであるというふうに思っております。なぜ難しいか

と申しますと、丹波篠山には本当に誇れるものがたくさんあるところ

で、これがブランドだというようなことが、なかなか一本化して言い

にくい。これが逆にわかりにくさにつながっているような気がします。

その中で私どもは、丹波篠山のブランドというのは、この地で手塩に

かけて育てられた、また生み出されたもの、そしてそれを生み出す方々

の暮らしそのものを、丹波篠山ブランドの定義とさせていただいてお

りまして、その価値を正しく、広く大勢の方に知っていただくという

のが、進行またＰＲではないかと考えてございます。その中で、おっ

しゃっていただくようにロゴマークやイラストマークといったものを

つくればそれでいいということではなくて、施政方針にも謳っていま

すが、官民が連携したブランド進行を行っていきたいと思っておりま

す。その手始めといたしましては、何か見える目標が必要でないかと

いう中で、２０２５年の大阪関西万博というのを一つの目標といたし

まして、万博を目指していく中で、官民が一体となって丹波篠山市の

ブランド、例えば、農業者の方にとってのブランドは黒豆やお米でい

いのではないかと思っておりますし、陶工の皆様方にとっては丹波焼

がブランドではないかと思います。市民の皆様方、事業者の皆様方は、

人それぞれのブランドを持っていただいておいていいのではないか。

ただし、市としては、それら全てをブランドという形で、何とか多く

の方々に広めていく取組を進めたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

大上副座長   ブランド戦略事業で、ふるさと一番会議でもＬＩＮＥの登録者数を

ふやしていくように促しておられたんですけども、現在のＬＩＮＥの

登録者数というのはどれぐらいになったんですか。 

企画総務部   本日時点で約６，２００名ということになっております。 

大上副座長   情報発信の件で、どの辺りを中心に発信の内容を考えておられるの

か、もう少し詳しく教えてもらえますか。 

企画総務部   ＬＩＮＥの情報発信につきましては、タイムリーなものというのを

まず考えております。広報紙につきましては１か月に１回ということ

になってございますので、その間、広報紙では情報が伝え切れないも

のや、スピーディーに伝える必要があるもの、また最近でありました
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ら、鳳鳴高校の観光甲子園の優勝などで市民の皆さん、また若い皆様

方の取組、また活躍をタイムリーに伝えられればいいかなというふう

に考えております。ただＬＩＮＥの一番大きな目的といたしましては、

有事の際に市民の皆さん方に避難情報などの災害情報について、タイ

ムリーにスピーディーに受け取れるというのを１番大きな目的にして

おりますので、そのために登録者をふやすことを目的とする中で、ふ

だんは明るい話題を届けながら、若い皆様にも伝わるような情報を届

けるよう努力しております。 

大上副座長   それでいうと、どっちかというと内向きの情報が中心という内容よ

うですか。外向きじゃなくて、そういう理解でいいですか。 

企画総務部   市の公式ＬＩＮＥの考え方は市民対象でございます。観光協会さん

が、観光協会のＬＩＮＥを持っておられまして、こちらにつきまして

は観光でございますので、市外の皆さん方にというような形で、すみ

分け、役割分担をさせていただいております。 

森本議長    ブランド戦略事業で、全国フィルムコミッション負担金１０万円を

払って、先ほどの課長から、普通旅費はドラマの誘致に対しての出張

費だというような大胆な御説明をいただいて、事業概要をみています

と、テレビ番組や映画等に挑戦をするということです。確かに去年、

城の前で撮影もあったんですが、一昔前、市内の撮影候補地というの

は、何か公にあったような気がするんですが、ここ長らく接していな

いというか、どんなところがあったのかというような思いで今おるん

ですが、なぜそういうことを言うかと言うと、こんないいところがあ

りますと、セールスに行かれると思うんです。それがイコール、先ほ

どのワクワク農村にもつながるし、観光にもつながるし、よく言われ

るお城中心の観光地という話も出ますし、そういったことが、例えば

丹波篠山市の滞在時間の延長というのにもつながると思いますので、

本当に１度、ドラマに適した、映画に適した場所を探し出すというこ

とも御検討いただけたらうれしいと思うんですがいかがでしょうか。 

企画総務部   令和４年度から新たに観光交流課から、担当替えでいただいた事業

でございますので、まだ全て把握をしているわけではございませんけ

れども、現在ロケ地ガイドというガイドブックと、ホームページをつ

くりましてＰＲをさせていただいております。その中で、ロケ地候補

地が少ないというようなところもございますので、これからそういっ

たところをふやしていきたいと考えておりますし、何が映画監督さん

やドラマの監督さんの目に引っかかるかわかりませんので、いろんな
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いいところをワクワク農村の中で、こういう場所が使えないかという

ような御提案もいただきたいと思っておりますので、御協力よろしく

お願いいたします。 

隅田委員    電子計算費で、ＲＰＡを導入した２３業務で１５０時間の労務の削

減が出来たという説明を受けたんですが、２３業務で１，５００時間

というのは、少ないのではないかと思うんですが、課長としては、そ

の評価はどういうふうに感じておられますか。 

企画総務部   １事業最大で４４０時間程度の削減を出来たものもあれば、初めて

導入をした業務につきましては、余り効果が出ていないというのがあ

ります。比較がなかなか出来ないというのもあろうかと思いますが、

結果的に数字を積み上げていくと、１，４８２時間で、まだ少し聞き

取れていないものがございますので、その分を足しましたら、１，５

００時間を超えるだろうというような御説明をさせていただきまし

た。今の段階で多いか少ないかというよりは、もっとふやしていきた

いと考えております。その中でまず、今の２３業務をもっと増やすと

いうのももちろんですし、デジタルシステムを習熟することで、令和

４年度につきましては、もっと削減時間が出てくるというふうに考え

ています。 

隅田委員    導入自体は他市に比べても、当市は早かったと思うんです。導入は

早かったけども、それがうまく使われているかというとイマイチなと

ころも感じますので、また前に進むようによろしくお願いしたいと思

います。 

ドローン更新費用が計上されています。以前、所管事務調査で、消

防署の駐車場に行きまして、消防本部と総務課がドローンを飛ばされ

ているところ見たんですが、現在、練習や研修は継続して行っている

のか。また今回更新されるのは、どういう目的で使うドローンなのか。

現在持っているドローンが経年劣化で使えなくなって購入するのか、

新しい目的があるのか、その辺りの説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   今回予算としてお願いしているものにつきましては、現在保有して

おります平成２７年に購入して７年経過した機体の買いかえを目的と

したものでございます。ただし、７年前の機体は非常に大きく、安全

性能もやや低いということがございました。今回購入しようとするも

のにつきましては、現在、一基保有しているものと同様のやや小さめ

の機体で、各方向に向けて衝突防止のセンサーのようなものがついた

より安全性の高いものを購入することを予定しております。研修等に
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つきましては、操作研修を例年行っておりましたが、令和３年度につ

きましては、コロナの感染状況のこともございまして、市として、担

当部署でまとめてはしておりませんが、消防本部におきましては、引

き続き現場での飛行に向けた訓練を続けております。現在は、消防職

員５名を含む１７名が一定程度の技術を有するというところで、国土

交通省のほうに許可承認の申請を行い、許可をいただいているところ

でございます。 

隅田委員    １か月か２か月ぐらい前の新聞では、猪名川町がドローンを使って

遠く離れた一人住まいや高齢者のところへ物を運ぶということを始め

るというような記事を見させていただきました。当市も、当初は練習

や訓練でいいと思うんですが、当初の購入から７年経ったということ

で、当市でドローンをどういう場面で使うのか。市民の福祉なり、も

うそろそろ方向性を絞るというか決めていくということがあってもい

いと思うんですが、その辺り、消防本部の使い方と市当局としての使

い方、またどのような可能性があるか、その辺りはどのように考えて

おられますか。 

企画総務部   ドローンの利用方法、目的でございますけれども、本市においては

購入当初から撮影を主にした運用ということを想定しておりまして、

映像の撮影と、その映像の提供を目的として運用をしております。機

体につきましても、物を運べるような構造とはなっておりません。ま

た、農業関連で農薬散布というような使用方法をされているドローン

もあるわけでございますけれども、本市において所有しているドロー

ンにつきましては、そういったことを行う機能はございませんので、

当初購入以降、撮影を目的として運用をしているところでございます。 

安井委員    ドローンの件なんですけど、民間事業者でも、具体的に言うとプリ

テックさんも撮影されていますから、民間ができることを市役所の職

員がしないといけないのかというのを私は素朴に感じてしまいます。

特にそういう撮影だけが目的でしたら、そういう民間に任せてしまっ

て、要するに仕事をこれ以上ふやさないほうが僕はいいんじゃないか

と思います。ただ例えば消防のほうで、火災現場で人が近寄れないか

ら、ドローンを利用して状況把握に使うとか、そういうのだったら分

かるんですけど、観光的な目的、観光の資料作成のような目的でドロ

ーンを使うことに対して、私は懐疑的というか、民間に任せたほうが

いいんじゃないかと思うんですけど、その辺の担当部署としての見解

をお尋ねします。 
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企画総務部   おっしゃっていただくように、官民連携というのは必要であると思

いますし、その考え方は常に持ってやらせていただきたいと思ってお

ります。ただ、おっしゃっていただきましたように例えば消防や災害

のときにも役に立つのではないかというふうに思っておりますのと、

そのほかに活用しておりますのが、施設管理でございまして、高いと

ころへ上がるというのは非常に危険でございまして、特に屋根や壁の

損傷などの確認に施設管理の担当者が用いるというのがあり、役に立

つというふうに考えております。映像の撮影または、その活用につい

ては、官民、お互いに役割分担をした中で、適切な形で運用していき

たいと考えております。 

安井委員    文書広報費で市広報紙なんですけども、カラーページをふやすとい

うことなんですけど、それによってコストはどのぐらいふえるんでし

ょうか。 

企画総務部   今回カラーページということで、中面の半分をカラー化しようとい

うことで考えています。それに当たっては、１ページ当たり千二、三

百円ぐらいコストがかかることになります。コストがふえる分につき

ましては、令和３年度にレイアウトやコーナーの見直しをしまして、

ページ数を２４ページに減らしています。令和４年度もコーナーを見

直す中で、ページ数を減らすことでコストを削減して、カラー化して

いきたいと考えています。 

安井委員    コストのふえる分はページ数で調整するということで理解しまし

た。次に、市議会だよりもそうなんですけど、市の広報も縦書きです。

ＬＩＮＥやホームページは全て横書きなんです。若い人は横書きに慣

れているし、ホームページとＬＩＮＥと市の広報紙をリンクさせるの

には横書きのほうが向いているんじゃないかという気がするんですけ

ど、そういうことに関しては検討されたことはありますか。 

企画総務部   最近、他市の広報紙も見ておりますと横書きの広報紙というのも増

えてきております。例えばリビングインフォメーションという催物の

案内等につきましては、横書きにさせていただいております。また市

民の皆様方から募集するような記事も横書きにさせていただいており

ます。ただし特集などの読み物的なところについては、見ております

と縦書きの事例が多くございますので、御指摘も含めて、前向きに検

討させていただいて、より読みやすい広報紙を目指していきたいと思

っております。 

渡辺座長    文書広報費なんですけども、財源としてある自衛隊員募集事務費市
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町交付金なんですが、金額的にはそんな大きなものではないですけど

も、毎年いただいておって、この分に関しては広報担当のほうで見て

もらっているという部分があるんですけども、自衛隊の地域本部とも

話をする中で、自衛隊員という仕事につくという、仕事の選択の一つ

というような形で行政側のほうとしても、紹介をしていってもらえた

らうれしいというようなことで、地元企業紹介のところで、地域のた

めに仕事をしてもらうその一つとしてそういった仕事があります。こ

ういう人が仕事に就いて活躍してもらっていますというような部分の

視点も大事だと思っています。提案ですけども、広報で一回、思い切

って特集組んでもらってもいいのかなあと思うんです。広報費をいた

だいていて、広告の部分で少し書いてもらう程度でこれまできている

んではないかというふうに思いますので、その辺り１回検討してもい

いのかなというふうに思いますんで、その辺り検討の余地があるもの

なんか、お考えを伺えたらうれしいです。 

企画総務部   この間も、柏原地域本部の所長さんとお話をさせていただきました。

その中で所長さんも、座長おっしゃるような形で少しＰＲの機会をと

いうようなことでございましたので、まずは一つ創造都市課のほうに

申しまして、企業紹介展や企業紹介の高校生の研修会に自衛隊も入っ

てもらうことは出来ないかと調整しましたが、公の仕事につきまして

は対象外にしており、民間企業さんのみということでした。私どもで

すぐに取りかかれるところといたしまして、本庁、各支所に置いてお

りますデジタルサイネージの中に、１ページ自衛隊員募集のページを

ふやしたところでございます。それから、各地域で実施される防災訓

練で、大規模な防災訓練になりましたら、一つのブースをつくって、

そこで自衛隊員の募集、また自衛隊の活動のＰＲをしていただくのは

全然構いませんと防災担当からいただきましたので、それもお諮りを

させていただいて喜んでいただいておるところでございます。いずれ

にいたしましても、こちらといたしましては協力ができる範囲の中で

協力をさせていただきたいと考えています。 

渡辺座長    お話はいろいろとしてもらっているということも、私も先方からも

聞いておりまして、いろいろと検討していただいていることはうれし

いというふうに思います。ただ以前から、本市の場合、広報について

もう少し力を入れてもいいのかなというような印象は持ってきており

ますし、いよいよもう最近は国防のこともありますけども、防災の面

で、本当に十分に市民の皆さんにも理解をしてもらわないといけない。
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またそういう人材もこれから必要となってくるというようなことは間

違いないので、公としてそういった仕事の重要性みたいなことについ

て十分広報してもらうことを考えてもらえたらと思いますのでお願い

します。 

 

 

総務課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    職員厚生事務費の中にストレスチェック委託料が上がっておるんで

すが、どのような形で職員のストレスチェックをされておるんでしょ

うか。 

企画総務部   ストレスチェックでございますが、当市におきましては、正職員と

臨時職員につきましては社会保険に加入しているものを対象としてお

りまして、毎年、職員の健康診断を行う８月に同時に行っております。

今年度のストレスチェックにつきましては、全体で７８２名の実施者

のうち、高ストレス者が６０名ということになりまして、全体で７.

７％の者が高ストレスということになりました。高ストレスに該当し

た者のうち、特に希望する者につきましては、産業医の医師面談を行

っております。今年度につきましては、６名の者から希望がございま

して、対応をさせていただきました。この結果につきましては、人事

担当のほうに報告がございまして、今後の人事配置等に生かされると

いうようなことになります。 

隅田委員    ストレスの発生理由なんですが、それは個人のそういう特性なのか。

それとも例えば残業時間が多いとか、全然その人が目指す部署とは違

う部署に移ったストレスなのか、どのような形でのストレスかという

のは、総務課としては把握されておるんでしょうか。 

企画総務部   高ストレス者の内容でございますが、理由は様々ですけれども多い

のは、職場における人間関係の問題と、本人にとっては非常に業務が

過多になっているといった部分でストレスを感じている職員が、傾向

としては１番多い状況でございます。 

隅田委員    令和３年度は６０名でしたが、大体、高ストレス者は一定の数字な

んでしょうか。それとも減ってきておるのか、それとも増えてきてお
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るのか、その傾向だけお願いします。 

企画総務部   傾向としましては、例年、変わらないというような結果でございま

す。 

安井委員    一般管理費の電話交換業務委託料なんですけども、ロボットやＡＩ

を使った形での対応は考えておられないんでしょうか。 

企画総務部   電話交換業務のロボット等で自動音声回答するということでござい

ますけれども、市役所の業務は大変幅広くございまして、また、いろ

んな多種多様な問合せをいただきます。その中に、こちらの対応がま

ずいところがございまして、おしかりのお電話をいただくというとこ

ろもございます。それらをロボットで対応するというのはなかなか難

しい面もあります。ただ、定型的な問合せ内容、例えばごみの日はい

つになりますかといったことですとか、あるいは住民票や戸籍謄本は

どのような形でとれますかといったことは、定型的な問いになると思

いますので、こうしたものはロボットなどで対応できるのではないか

と思っておりまして、現在チャットボットのようなものを導入しよう

ということで検討しております。当面は、こうした形で有人による電

話交換業務とチャットボットといったロボットなどで対応するという

両面から続けていかざるを得ないということで、最終的にはロボット

の精度が上がってくれば、ロボットのほうの比重も高めていけるので

はないかということを考えておりますが、現状は、有人による電話交

換業務を続けたいというふうに考えております。 

安井委員    政府もＤＸを推進しておりますし、こういうロボットは学習機能が

あって、だんだん対応を繰り返すことによって賢くなっていますので、

将来的にそういう方向に向かって事業を進めていただきますよう、要

望しておきます。 

渡辺座長    一般管理費の（仮称）市内高等学校活性化市民会議なんですけども、

これについて、もう少しどのような展開というか、この市民会議でど

ういう形で進めていくのか、どういうことについて話をしてもらおう

というようなことで、活性化にどうつなげていくのかについて、この

会議についてもう少し御説明願えたらうれしいと思います。 

企画総務部   市内には３高校ございますので、それぞれの高校ごとに分科会的な

ものを設置させていただいて、その中で、市長の施政方針の中にもご

ざいましたけども、生徒が通いたい、また保護者が通わせたいと思え

るような特色ある高校になるような支援策や活性化策を、それぞれの

分科会の中で検討していただくというふうに現在のところ考えており
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ます。委員の構成としてはまだはっきりしたものは決まってはいない

んですけども、自治会長会ですとか、まちづくり協議会、そしてまた

ＰＴＡの役員の方々に分科会のほう入っていただきまして、いろいろ

御検討をいただきたいというふうに現在考えております。 

渡辺座長    市民会議という名称もあったりするんですけど、学校関係、あるい

は地域の方、保護者といったような方で構成する分科会をある程度中

心に活動できるような形ということだと思うんですが、この活性化と

いう部分について、一定助言を得られるような構成員に座長をしても

らうとか、そういうようなイメージの会議ではないんですか。 

企画総務部   助言も必要な部分というのは出てくるだろうと思いますが、まだそ

の委員構成として先ほど申し上げた方以外でも、教育委員会のほうか

らも塾の先生とかいったようなお話もありましたので、その辺はしっ

かりと助言をいただけるような方に分科会の中に入っていただいて、

よりよい活性化策が見出せるように検討はしていきたいと考えており

ますけども、現在のところ、はっきりとここまでというなところはま

だ決まっていないような状況でございます。 

渡辺座長    非常に重要な課題であるということの認識のもとでこういう取組を

進めていただいているというふうに思っていますし、非常に敬意を表

したいと思うんですけども、ただそれぞれすぐれたその分野では知見

を持たれいてる方が多分集まっていただけるだろうと思うんですけど

も、そういう方の知恵をうまく引き出して、そしてそれを一つの形に

持っていくという部分はまた別のスキルがいるというような思いを持

っています。今後この予算でスタートしてもらってもいいですけども、

本当に必要やったら、きっちり活性化の取組をまとめ上げられるよう

な人を、ある程度予算つけてお世話になってもいいというような思い

があるので、何でもうちは職員で頑張るとか市民で頑張るというよう

な、頑張ってもらうのは、それはそれで非常に重要なことなんですが、

物事まとめるスキルというのもまた要ると思いますんで、せっかく取

り組むんだったら、そういったスキルを持った方の力をお借りしても

いいというふうに思いますので、またこれから検討されると思います

けど、いい事業になりますように期待しております。 

大上副座長   諸費の総合賠償補償保険料というのは、公用車の車両保険や、例え

ばイベント時の事前の作業時に起こったような事故や、当日何か事故

が起こるかもしれない。そのための保険ということで、例えば市が主

催する全てのイベントにこの保険は適用されているか。それともイベ
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ントごとに何か違うやり方をされているのか、その辺りを教えてもら

えますか。 

企画総務部   公用車に係る部分につきましては管財契約課のほうで、別途、保険

に入っておりますけれども、イベントなどでの事故におきます分につ

きましては、この保険で全てカバーできるという状況で、それぞれ個

別に入っていくという必要はないということで、ほぼ全ての市が主催

するイベントにつきましてはこの総合賠償保険で担保されるという状

況です。 

大上副座長   車両保険はここには入っていなくて別ということですか。 

企画総務部   車両は別で、先ほどおっしゃったイベントの準備に当たって草刈り

をして、石をはねて車両を傷つけてしまったという場合は、こちらの

保険で対応出来ましたり、施設に何か瑕疵があって、市民の方がそこ

でつまずいてけがをされてしまわれたといったときは、この賠償保険

を利用してお支払いをするということで、こちらに何もそういう法的

な責任がない、こちらの賠償責任に起因しないものでありましても、

お見舞金という形で、もしけがをされたら市の主催するイベントの中

であれば、通院期間何日以上であるとか、入院されるとか、そういう

制約はあるんですけれども、見舞金という形でお支払いもさせていた

だいております。 

大上副座長   十分対応できるような額が合算で載っているという理解でよろしい

ですか。 

企画総務部   はい。 

隅田委員    一般管理費の市例規システム使用料と追録業務委託料なんですが、

業務委託料は条例等を入力する作業なのか、またシステム使用料は、

毎年この金額なのか、それとも利用回数によって違ってくるのか。例

規システムについて少し説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   市例規追録業務委託料は、条例、規則などの改正の数量に応じて金

額は変わってきます。改正のあった条例等を業者に送りまして、更新

作業をしていただくということになりますので、数の多い少ないによ

って金額が変わってきます。システム使用料のほうは、今は紙ベース

ではなくて、システムで条例規則等を管理しておりますので、これは

一定の金額ということになります。 

隅田委員    追録業務委託料は件数であって、条例の改正にしても、ページ数が

多いものもあれば少ないものもあるんじゃないかと思ったりするんで

すが、それは１項目幾らという計算でいくということでいいでしょう
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か。 

企画総務部   ページ数によって金額は変わってきますので、件数ごとという形で

はございません。 

安井委員    需用費のところなんですけど、自治会連絡員私用車使用燃料費が上

がっているんですが、これは自治会連絡員以外のとき、市役所の職員

は公務では御自分の車を使ったりはされていないというふうに理解し

ていいんでしょうか。 

企画総務部   基本的に公務の場合は、公用車を使用いたしますけれども、自治会

連絡員などは同時に多くの職員が公用車を使うということになってし

まいますので、既存の公用車で全て賄えないという部分につきまして

は、この私用車を認めておるということで、それに対する燃料費を負

担するという趣旨の予算というふうになっております。 

安井委員    そのときの燃料の基準というか、例えばリッター何円とか、そうい

うのがあるんでしょうか。 

企画総務部   基準につきましては１㎞当たり４０円という計算で、支給のほうを

しております。 

隅田委員    ごみ処理手数料（公文書等廃棄手数料）が上がっております。以前

私は公文書管理条例の制定を言わせてもらったんですが、今各小学校

においても土地の登記がされていないといった問題も出てきておりま

す。この公文書の破棄というものは、委員会や審議会なり、また永久

に保存すべきもの、また３０年ぐらいすべきもの、１年、２年で破棄

すべきものなど、その基準は明確になって、それに沿って破棄処理を

されておるということでしょうか。 

企画総務部   文書廃棄につきましては、市で定めております文書管理規程の中に、

保存年限というのを定めておりまして、１年、３年、５年、１０年、

そして廃棄をしない永年の文書ということをしております。それぞれ

保存年限が過ぎたものにつきまして、ごみ処理ということで清掃セン

ターのほうに持ち込んで処分をするということになりますが、その際

の手数料ということになります。保存年限に応じて、その年限を過ぎ

たものについて処理をしていくということになります。 

隅田委員    全国アマチュア映像コンテスト事業で、丹波篠山映像祭が出ておる

んですが、最近、鳳鳴高校の生徒が観光甲子園でグランプリを獲得し

ました。大変すごいことだと心から喜んでおるんですが、今回は７１

作ということで多くの作品が提供されておるということですが、市内

の高校、中学に映像祭への応募を働きかけてもいいんじゃないかと思
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ったりもしておるんですが、いかがでしょうか。 

企画総務部   今回の映像祭の中で、映像大賞とは別に１分間のＰＲ映像を市民の

方、また団体のほうに製作いただいて、当日、その映像とともに放映

をさせていただいたんですけども、その中で市内高等学校の方々に依

頼といいますか、出られませんかという投げかけをしまして、当日、

ＰＲ映像を出していただきました。それと同じような形で今後、生き

るということを例年テーマに行っておりますので、この映像祭のほう

にもぜひ応募をいただけるような形で今後呼びかけていければと思っ

ております。 

 

 

秘書課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    名誉市民河合雅雄氏追悼事業の映像配信等委託料なんですが、非常

に高いと思って見ておったんですが、今の課長の説明で、通信障害等

がなく、うまくいくようにということなんですが、そうなると、例え

ばテレビ中継車のようなものが来て映像を配信したりするということ

なのか。普通のＺｏｏｍで配信するのに、７１万５，０００円もかか

るかと思ったりするんですが、その辺りの費用積算の理由の説明をお

願いしたいと思います。 

企画総務部   配信のほうについてはＺｏｏｍ、ないしそのＺｏｏｍＷｅｂｉｎａ

ｒというものを想定しておりまして、パネルトーク等も行ったりする

ことから、カメラを３台程度配置させていただいて、カメラワークも

含めてパネルトークでナビゲーターの方、次お話しされる方というよ

うにスイッチしながら、犬山市の会場のほうに配信をさせていただき

たいと考えております。また、河合先生がかなり関わっておられたモ

ンキーセンターのほうがサテライト会場になっておりまして、そちら

のほうも、今調整中なんですけども、所長様等も追悼のお言葉であっ

たり、そのパネルトークの中で河合先生を偲んでのコメント等もいた

だきたい、向こうからの映像もいただきたいと考えております。中継

車を置いてというところではないんですけども、スタッフさん複数名

でカメラのほうも複数台用意して配信をするというふうな形を考えて
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おります。 

隅田委員    モンキーセンターの映像を送るというような説明がありましたけ

ど、追悼式は犬山市と共同開催ということではないのですか。例えば

犬山市で写真を撮ったり配信したりする部分は、犬山市が経費負担を

するということではないんですか。 

企画総務部   犬山市でかかる費用は全て犬山市でもっていただくことになってお

りまして、犬山会場の設営、双方向の受信側で受けていただいたり、

発信していただく分については、犬山市で全て費用を負担していただ

く予定にしております。こちらで予算計上しています分は、あくまで

も田園交響ホールからの配信と受信という、こちらの会場分の費用だ

けなんですが、先ほど係長が説明申し上げたとおり、このようにプロ

の方に撮影していただき、テストを踏まえて、当日、配信を滞りなく

していただくには、これだけの費用がかかるという積算をいただいて

おります。 

渡辺座長    河合先生の追悼事業がやっとできるというようなことで、大変お世

話なりますけどもよろしくお願いします。この事業は事業でいいんで

すけども、私も以前に話したかもしれないんですけども、河合雅雄先

生、隼雄先生については、きっちりと今後の次世代のために、お２人

の偉大な先生に触れていただくような仕組みは、今を生きる私たちと

して考えるべきではないでしょうか。こういった式典は式典なんです

けども、常時触れてもらうような仕組みが要るのではということで、

以前も記念館といいますか、そういうお話もさせていただいたかもし

れないんですけども、実際、それだけの建物というと、なかなか課題

もあるかというふうに思いますけども、何かの建物を活用したり、そ

の一部を記念館として整備するといったようなことも、今すぐじゃな

くても、常に考えておく必要があるというふうに思うんですけども、

その辺りについて部長の見解を聞きたいと思います。 

企画総務部   以前にも同じような趣旨のご質問をいただいたように記憶しており

ます。現時点では河合隼雄先生については、決して大きくはないんで

すけれども、チルドレンズミュージアムに河合隼雄記念コーナーとい

うことで設置をさせていただいております。そのときはまだ雅雄先生

はお元気でいらっしゃったわけですけれども、いよいよこういう状況

になっておりますので、市長ともそこはしっかり相談をしながら、こ

れからどういうふうな取組をしていくのが適切なのかということを検

討していきたいと思います。今回もそういう意味で言いますと、既に
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令和３年度の補正予算で認めていただいておりますこの追悼事業の一

環としては、記念の冊子をつくらせていただいたり、映像を今作成さ

せていただいているんですけれども、そういったものの中にも、特に

河合雅雄先生がこれまで訴えていただいてきた、また先導いただいて

きた森づくりであったり、丹波篠山の地域づくりそのものをつないで

いかないといけないという趣旨をふんだんにこの追悼事業の中でも取

り入れていくという姿勢でおりますので、まずは当面この事業をしっ

かりと成功させていくということが大きな課題になるんですけれど

も、そのあとどういうふうに取り組んでいくかということにつきまし

ては、また市長のほうにもしっかりと報告をして相談させていただき

たいと思います。 

企画総務部   以前から渡辺座長には、河合雅雄先生、隼雄先生の記念するべき場

所、また未来に受け継いでいくための方法という御提案をいただいて

おりましたので、私たちも今すぐということはなかなか考えられては

いないんですが、検討はしています。今回ちょうど偲ぶ会の打合せで、

兵庫県立森林動物研究センターにお伺いして、具体的な御協力の依頼

をさせていただいた際に、森林動物研究センターでも施設の拡張など

を検討しておられる中で、ぜひ河合雅雄先生に関連する資料を展示し

たり、受け継いでいくことを具体的に考えておられました。ただ青垣

町というのが、なかなか人が大勢行かれる場所ではないので、そこに

設立するのがよいのか、先生のご出身地である丹波篠山市がよいのか

場所はともかく、今後共同して、河合雅雄先生の思い、研究の成果、

いろいろな幅広い記念すべき資料の展示や継承について、一緒に相談

させていただきたいということを、研究センターの次長様にも言って

いただきましたので、すぐその話を持ち帰り市長にも相談しておりま

す。まずは偲ぶ会を滞りなく済ませることが先ではあるんですけれど

も、そういったことも念頭に置きながらこの偲ぶ会を進めつつ、その

後に、またどういった形で継承ができるかということを検討したいと、

ちょうど市長とも話をしていたところですので、また具体的に進めた

いと考えております。 

渡辺座長    よろしくお願いします。 

 

 

■議会事務局 
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【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    議会費の正副議長費用弁償で、１回当たりの費用が４万２，９４０

円であったり、５万６，０４０円と単価が違うんですけど、その理由

の説明をお願いしたいと思います。 

議会事務局   正副議長費用弁償の４万２，９４０円と５万６，０４０円の違いは、

例えば全国市議会議長会については、費用弁償に宿泊費を含んでいま

すので、阪神市議会議長会と比べて単価が高くなっています。 

大上副座長   全国伝統工芸品振興市議会協議会の件なんですけど、僕はこれに加

入している件については、全然異論はないんですけど、いま一つ将来

的なものが見えなくて、当初に加入したこともどういう理由だったの

か忘れてしまったような状況で、令和３年度の総会もたしか書面開催

だったと思うんですが、コロナの影響でいろいろと会議も出来ていな

いとは聞いておるんですけど、そんな中で、そういった収束後にはこ

んな活動を目指しているとか、こういう連携を図っていきたいという

ような話は出ているのか、出ていないのか。どうしようとされている

のか、その辺りについて、もし知っておられたらお伝えいただけたら

うれしいです。 

議会事務局   伝統工芸の協議会につきましては、丹波篠山市議会として加入をさ

せていただいて、昨年までは副会長ということでお世話になっており

ました。今副座長おっしゃったようにコロナでなかなか実質活動も出

来ていないんですけども、加入の４７団体のそれぞれの伝統工芸品を

ホームページで紹介したり、パンフレットをつくって広くＰＲしたり、

あと文科省にも伝統工芸の振興ということで、要望活動なども行って

おりますので、そういった活動を引き続き、続けていくということに

なろうかと思います。 

 

 

■議員協議 

渡辺座長    議員間で議論・確認等をしておいた方がよいこと等があれば、発言

願う。 

― 意見等なし  ― 

― 市長等への質問等なし  ― 
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■意向確認 

議案第１８号 令和４年度丹波篠山市一般会計予算 

― 修正・反対等の意見なし ―  

 

渡辺座長    この結果を含め、各委員との質疑、答弁の内容について、座長報告

を行いたい。報告については、座長に一任いただきたい。 

        また、本日の会議の記録については、事務局に調製させ、座長、副

座長において内容確認を行いたい。 

― 異議なし ― 

 

 

 

渡辺座長 散会宣告、散会 

 

 

 

 

   


